
令和8年 第3回 飯塚市議会定例会 議案

議案番号 件   名 摘要 ページ

７９ 令和8年度 飯塚市一般会計補正予算(第1号)

８０ 飯塚市税条例の一部を改正する条例 ３

８１
飯塚市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例等の一

部を改正する条例
２０

８２ 飯塚市印鑑条例の一部を改正する条例 ２８

８３ 飯塚市庄司川流域浸水対策に関する土地利用条例 ３１

８４ 財産の取得(消防ポンプ自動車) ３３

８５ 財産の取得(児童用学習端末機器) ３４

８６ 市道路線の認定 ３５

８７
専決処分の承認(令和8年度 飯塚市小型自動車競走事業特別会計補正

予算(第1号))
４２

８８ 専決処分の承認(飯塚市税条例の一部を改正する条例) ４３

８９ 専決処分の承認(飯塚市国民健康保険税条例の一部を改正する条例) ８５

報告

第5号

専決処分の報告(個人情報流出事故に係る損害賠償の額を定めること

及びこれに伴う和解)
９７

報告

第6号

専決処分の報告(車両損傷事故に係る損害賠償の額を定めること及び

これに伴う和解)
９８

報告

第7号
継続費繰越計算書の報告(令和7年度 飯塚市一般会計) １００

報告

第8号
継続費繰越計算書の報告(令和7年度 飯塚市水道事業会計) １０２
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報告

第9号
繰越明許費繰越計算書の報告(令和7年度 飯塚市一般会計) １０４

報告

第10号

繰越明許費繰越計算書の報告(令和7年度 飯塚市小型自動車競走事業

特別会計)
１０７

報告

第11号

繰越明許費繰越計算書の報告(令和7年度 飯塚市工業用地造成事業特

別会計)
１０９

報告

第12号
令和7年度 飯塚市水道事業会計の予算繰越 １１１

報告

第13号
令和7年度 飯塚市工業用水道事業会計の予算繰越 １１３

報告

第14号
令和7年度 飯塚市下水道事業会計の予算繰越 １１５

報告

第15号
公益財団法人飯塚市教育文化振興事業団の経営状況 １１７

報告

第16号
令和7年度 児童虐待に関する状況の報告 １１８



議案第80号

飯塚市税条例の一部を改正する条例

飯塚市税条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和8年6月11日提出

飯塚市長  武 井 政 一

提案理由

地方税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第2号)の公布に伴い、関係規定を

整備するため、本案を提出するものである。
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飯塚市税条例の一部を改正する条例

飯塚市税条例(平成18年飯塚市条例第51号)の一部を次のように改正する。

改正後 改正前

(所得割の課税標準) (所得割の課税標準)

第33条 (略) 第33条 (略)

2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、法又は

これに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ

所得税法(昭和40年法律第33号)その他の所得税に関する法令の

規定による所得税法第22条第2項又は第3項の総所得金額、退職所

得金額又は山林所得金額の計算の例によって算定する。ただし、

同法第60条の2から第60条の4までの規定の例によらないものと

する。

2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、法又は

これに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ

所得税法(昭和40年法律第33号)その他の所得税に関する法令の

規定による所得税法第22条第2項又は第3項の総所得金額、退職所

得金額又は山林所得金額の計算の例によって算定する。

3～6 (略) 3～6 (略)

(寄附金税額控除) (寄附金税額控除)

第34条の7 (略) 第34条の7 (略)

2 前項の特例控除額は、法第314条の7第11項(法附則第5条の6第3

項又は第4項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)

に定めるところにより計算した金額とする。

2 前項の特例控除額は、法第314条の7第11項(法附則第5条の6第2

項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に定めると

ころにより計算した金額とする。

(市民税の申告) (市民税の申告)

第36条の2 第23条第1項第1号に掲げる者は、3月15日までに、施行 第36条の2 第23条第1項第1号に掲げる者は、3月15日までに、施行
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規則第5号の4様式(別表)による申告書を市長に提出しなければ

ならない。ただし、法第317条の6第1項又は第4項の規定により給

与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある

者から1月1日現在において給与又は公的年金等の支払を受けて

いる者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に

係る所得以外の所得を有しなかったもの(公的年金等に係る所得

以外の所得を有しなかった者で社会保険料控除額(令第48条の9

の7に規定するものを除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生

命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特

別控除額(所得割の納税義務者(前年の合計所得金額が900万円以

下であるものに限る。)の法第314条の2第1項第10号の2に規定す

る自己と生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が95万円以

下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものに係

るものを除く。)、法第314条の2第4項に規定する扶養控除額若し

くは特定親族特別控除額(特定親族(同条第1項第12号に規定する

特定親族をいう。第36条の3の2第1項第3号並びに第36条の3の3

第1項及び第2項第4号において同じ。)(前年の合計所得金額が85

万円以下であるものに限る。)に係るものを除く。)の控除又はこ

れらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、法第313

条第8項に規定する純損失の金額の控除、同条第9項に規定する純

規則第5号の4様式(別表)による申告書を市長に提出しなければ

ならない。ただし、法第317条の6第1項又は第4項の規定により給

与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある

者から1月1日現在において給与又は公的年金等の支払を受けて

いる者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に

係る所得以外の所得を有しなかったもの(公的年金等に係る所得

以外の所得を有しなかった者で社会保険料控除額(令第48条の9

の7に規定するものを除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生

命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特

別控除額(所得割の納税義務者(前年の合計所得金額が900万円以

下であるものに限る。)の法第314条の2第1項第10号の2に規定す

る自己と生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が95万円以

下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものに係

るものを除く。)、法第314条の2第4項に規定する扶養控除額若し

くは特定親族特別控除額(特定親族(同条第1項第12号に規定する

特定親族をいう。第36条の3の2第1項第3号及び第36条の3の3第1

項において同じ。)(前年の合計所得金額が85万円以下であるもの

に限る。)に係るものを除く。)の控除又はこれらと併せて雑損控

除額若しくは医療費控除額の控除、法第313条第8項に規定する純

損失の金額の控除、同条第9項に規定する純損失若しくは雑損失
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損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第34条の7の規定によ

り控除すべき金額(以下この条において「寄附金税額控除額」と

いう。)の控除を受けようとするものを除く。以下この条におい

て「給与所得等以外の所得を有しなかった者」という。)及び第2

4条第2項に規定する者(施行規則第2条の2第1項の表の上欄の(2)

に掲げる者を除く。)については、この限りでない。

の金額の控除若しくは第34条の7の規定により控除すべき金額

(以下この条において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受

けようとするものを除く。以下この条において「給与所得等以外

の所得を有しなかった者」という。)及び第24条第2項に規定する

者(施行規則第2条の2第1項の表の上欄の(2)に掲げる者を除く。)

については、この限りでない。

2～9 (略) 2～9 (略)

(個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書) (個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書)

第36条の3の2 所得税法第194条第1項の規定により同項に規定す

る申告書を提出しなければならない者(以下この条において「給

与所得者」という。)で市内に住所を有するものは、当該申告書

の提出の際に経由すべき同項に規定する給与等の支払者(以下こ

の条において「給与支払者」という。)から毎年最初に給与の支

払を受ける日の前日までに、施行規則で定めるところにより、次

に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由して、

市長に提出しなければならない。

第36条の3の2 所得税法第194条第1項の規定により同項に規定す

る申告書を提出しなければならない者(以下この条において「給

与所得者」という。)で市内に住所を有するものは、当該申告書

の提出の際に経由すべき同項に規定する給与等の支払者(以下こ

の条において「給与支払者」という。)から毎年最初に給与の支

払を受ける日の前日までに、施行規則で定めるところにより、次

に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由して、

市長に提出しなければならない。

(1) (略) (1) (略)

(2) 所得割の納税義務者(合計所得金額が1,000万円以下である

ものに限る。)の自己と生計を一にする配偶者(法第313条第3項

に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する

(2) 所得割の納税義務者(合計所得金額が1,000万円以下である

ものに限る。)の自己と生計を一にする配偶者(法第313条第3項

に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する
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給与の支払を受けるもの及び同条第4項に規定する事業専従者

に該当するものを除く。次条第1項第2号において同じ。)(合計

所得金額が133万円以下であるものに限る。)の氏名

給与の支払を受けるもの及び同条第4項に規定する事業専従者

に該当するものを除き、合計所得金額が133万円以下であるも

のに限る。次条第1項において同じ。)の氏名

(3)・(4) (略) (3)・(4) (略)

2～4 (略) 2～4 (略)

5 給与所得者は、第1項及び第3項の規定による申告書の提出の際

に経由すべき給与支払者が令第48条の9の7の2において準用する

令第8条の2の2に規定する要件を満たす場合には、施行規則で定

めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該給与支払者

に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処

理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法

であって施行規則で定めるものをいう。次条第5項及び第53条の9

第3項において同じ。)により提供することができる。

5 給与所得者は、第1項及び第3項の規定による申告書の提出の際

に経由すべき給与支払者が令第48条の9の7の2において準用する

令第8条の2の2に規定する要件を満たす場合には、施行規則で定

めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該給与支払者

に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処

理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法

であって施行規則で定めるものをいう。次条第4項及び第53条の9

第3項において同じ。)により提供することができる。

6 (略) 6 (略)

(個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書) (個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書)

第36条の3の3 次に掲げる者(以下この条において「公的年金等受

給者」という。)は、公的年金等支払者(所得税法第203条の6第1

項に規定する申告書の提出の際に経由すべき同項に規定する公

的年金等(以下この項において「公的年金等」という。)の支払者

をいう。以下この条において同じ。)から毎年最初に公的年金等

第36条の3の3 所得税法第203条の6第1項の規定により同項に規定

する申告書を提出しなければならない者又は法の施行地におい

て同項に規定する公的年金等(所得税法第203条の7の規定の適用

を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。)

の支払を受ける者であって、特定配偶者(所得割の納税義務者(合
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の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定めるところによ

り、次項各号に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等

支払者を経由して、市長に提出しなければならない。

(1) 所得税法第203条の6第1項の規定により同項に規定する申

告書を提出しなければならない者

(2) 法の施行地において公的年金等(所得税法第203条の7の規

定の適用を受けるものを除く。)の支払を受ける第23条第1項第

1号に掲げる者であって、特定配偶者(所得割の納税義務者(合

計所得金額が900万円以下であるものに限る。)の自己と生計を

一にする配偶者(合計所得金額が95万円以下であるものに限

る。)をいう。次号及び次項第3号において同じ。)(退職手当等

(第53条の2に規定する退職手当等に限る。以下この号において

同じ。)に係る所得を有する者に限る。)又は扶養親族(年齢16

歳未満の者又は控除対象扶養親族であって退職手当等に係る

所得を有する者に限る。)若しくは特定親族(退職手当等に係る

所得を有する者であって、合計所得金額が85万円以下であるも

のに限る。)を有する者

(3) 法の施行地において公的年金等(所得税法第203条の7の規

定の適用を受けるものに限る。)の支払を受ける第23条第1項第

1号に掲げる者(当該年中に支払を受けるべき当該公的年金等

計所得金額が900万円以下であるものに限る。)の自己と生計を一

にする配偶者(退職手当等(第53条の2に規定する退職手当等に限

る。以下この項において同じ。)に係る所得を有する者であって、

合計所得金額が95万円以下であるものに限る。)をいう。第2号に

おいて同じ。)又は扶養親族(年齢16歳未満の者又は控除対象扶養

親族であって退職手当等に係る所得を有する者に限る。)若しく

は特定親族(退職手当等に係る所得を有する者であって、合計所

得金額が85万円以下であるものに限る。)を有する者(以下この条

において「公的年金等受給者」という。)で市内に住所を有する

ものは、当該申告書の提出の際に経由すべき所得税法第203条の6

第1項に規定する公的年金等の支払者(以下この条において「公的

年金等支払者」という。)から毎年最初に公的年金等の支払を受

ける日の前日までに、施行規則で定めるところにより、次に掲げ

る事項を記載した申告書を、当該公的年金等支払者を経由して、

市長に提出しなければならない。

(1) 当該公的年金等支払者の名称

(2) 特定配偶者の氏名

(3) 扶養親族又は特定親族の氏名

(4) その他施行規則で定める事項
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の額がその年最初に当該公的年金等の支払を受けるべき日の

前日の現況において令第48条の9の7の3に定める金額に満たな

い者を除く。)であって、障害者、寡婦若しくはひとり親に該

当する者又は特定配偶者若しくは扶養親族(年齢16歳未満の者

又は控除対象扶養親族に限る。)若しくは特定親族(合計所得金

額が85万円以下であるものに限る。)を有する者

2 前項の規定による申告書の記載事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 公的年金等支払者の名称

(2) 公的年金等受給者が、法第314条の2第1項第6号に規定する

特別障害者又はその他の障害者に該当する場合にはその旨及

びその該当する事実並びに寡婦又はひとり親に該当する場合

にはその旨

(3) 特定配偶者の氏名

(4) 扶養親族又は特定親族の氏名

(5) その他施行規則で定める事項

3 第1項又は法第317条の3の3第1項の規定による申告書を公的年

金等支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載

すべき事項がその年の前年において当該公的年金等支払者を経

由して提出した第1項又は同条第1項の規定による申告書に記載

した事項と異動がないときは、公的年金等受給者は、当該公的年

2 前項又は法第317条の3の3第1項の規定による申告書を公的年金

等支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載す

べき事項がその年の前年において当該公的年金等支払者を経由

して提出した前項又は法第317条の3の3第1項の規定による申告

書に記載した事項と異動がないときは、公的年金等受給者は、当

9



金等支払者が所得税法第203条の6第2項に規定する国税庁長官の

承認を受けている場合に限り、施行規則で定めるところにより、

第1項又は法第317条の3の3第1項の規定により記載すべき事項に

代えて当該異動がない旨を記載した第1項又は同条第1項の規定

による申告書を提出することができる。

該公的年金等支払者が所得税法第203条の6第2項に規定する国税

庁長官の承認を受けている場合に限り、施行規則で定めるところ

により、前項又は法第317条の3の3第1項の規定により記載すべき

事項に代えて当該異動がない旨を記載した前項又は法第317条の

3の3第1項の規定による申告書を提出することができる。

4 (略) 3 (略)

5 公的年金等受給者は、第1項の規定による申告書の提出の際に経

由すべき公的年金等支払者が令第48条の9の8において準用する

令第8条の2の2に規定する要件を満たす場合には、施行規則で定

めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該公的年金等

支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法により

提供することができる。

4 公的年金等受給者は、第1項の規定による申告書の提出の際に経

由すべき公的年金等支払者が令第48条の9の7の3において準用す

る令第8条の2の2に規定する要件を満たす場合には、施行規則で

定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該公的年金

等支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法によ

り提供することができる。

6 前項の規定の適用がある場合における第4項の規定の適用につ

いては、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事

項を」と、「公的年金等支払者に受理されたとき」とあるのは「公

的年金等支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあ

るのは「提供を受けた日」とする。

5 前項の規定の適用がある場合における第3項の規定の適用につ

いては、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事

項を」と、「公的年金等支払者に受理されたとき」とあるのは「公

的年金等支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあ

るのは「提供を受けた日」とする。

(固定資産税の免税点) (固定資産税の免税点)

第63条 同一の者についてその者の所有に係る土地、家屋又は償却

資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が土地

第63条 同一の者についてその者の所有に係る土地、家屋又は償却

資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が土地
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又は家屋にあっては30万円、償却資産にあっては180万円に満た

ない場合においては、固定資産税を課さない。

にあっては30万円、家屋にあっては20万円、償却資産にあっては

150万円に満たない場合においては、固定資産税を課さない。

附 則 附 則

(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特

例)

(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特

例)

第6条 平成30年度以後の各年度分の個人の市民税に限り、法附則

第4条の5第3項の規定に該当する場合における第34条の2の規定

による控除については、その者の選択により、同条中「同条第1

項」とあるのは「同条第1項(第2号を除く。)」と、「まで」とあ

るのは「まで並びに法附則第4条の5第3項の規定により読み替え

て適用される法第314条の2第1項(第2号に係る部分に限る。)」と

して、同条の規定を適用することができる。

第6条 平成30年度から令和9年度までの各年度分の個人の市民税

に限り、法附則第4条の5第3項の規定に該当する場合における第3

4条の2の規定による控除については、その者の選択により、同条

中「同条第1項」とあるのは「同条第1項(第2号を除く。)」と、

「まで」とあるのは「まで並びに法附則第4条の5第3項の規定に

より読み替えて適用される法第314条の2第1項(第2号に係る部分

に限る。)」として、同条の規定を適用することができる。

(個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除) (個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除)

第7条の3 平成22年度から令和25年度までの各年度分の個人の市

民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特

別措置法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受けた場合(同

法第41条第1項に規定する居住年が平成21年から令和12年までの

各年である場合に限る。)には、法附則第5条の4第5項(同条第7

項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する

ところにより控除すべき額を、当該納税義務者の第34条の3及び

第7条の3 平成22年度から令和20年度までの各年度分の個人の市

民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特

別措置法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受けた場合(同

法第41条第1項に規定する居住年が平成21年から令和7年までの

各年である場合に限る。)には、法附則第5条の4第5項(同条第7

項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する

ところにより控除すべき額を、当該納税義務者の第34条の3及び
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第34条の6の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。 第34条の6の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

2 (略) 2 (略)

(寄附金税額控除における特例控除額の特例) (寄附金税額控除における特例控除額の特例)

第7条の4 第34条の7の規定の適用を受ける市民税の所得割の納税

義務者が、法第314条の7第11項第2号若しくは第3号に掲げる場合

に該当する場合又は第34条の3第2項に規定する課税総所得金額、

課税退職所得金額及び課税山林所得金額を有しない場合であっ

て、当該納税義務者の前年中の所得について、附則第16条の3第1

項、附則第16条の4第1項、附則第17条第1項、附則第18条第1項、

附則第19条第1項、附則第19条の2第1項、附則第19条の3第1項又

は附則第20条第1項の規定の適用を受けるときは、第34条の7第2

項に規定する特例控除額は、同項の規定にかかわらず、法附則第

5条の5第2項(法附則第5条の6第3項又は第4項の規定により読み

替えて適用される場合を含む。)に定めるところにより計算した

金額とする。

第7条の4 第34条の7の規定の適用を受ける市民税の所得割の納税

義務者が、法第314条の7第11項第2号若しくは第3号に掲げる場合

に該当する場合又は第34条の3第2項に規定する課税総所得金額、

課税退職所得金額及び課税山林所得金額を有しない場合であっ

て、当該納税義務者の前年中の所得について、附則第16条の3第1

項、附則第16条の4第1項、附則第17条第1項、附則第18条第1項、

附則第19条第1項、附則第19条の2第1項又は附則第20条第1項の規

定の適用を受けるときは、第34条の7第2項に規定する特例控除額

は、同項の規定にかかわらず、法附則第5条の5第2項(法附則第5

条の6第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に

定めるところにより計算した金額とする。

第9条の2 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に特例控除対象

寄附金を支出し、かつ、当該納税義務者について前条第3項の規

定による申告特例通知書の送付があった場合(法附則第7条第13

項の規定によりなかったものとみなされる場合を除く。)には、

法附則第7条の2第4項(法附則第7条の3第3項又は第4項の規定に

第9条の2 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に特例控除対象

寄附金を支出し、かつ、当該納税義務者について前条第3項の規

定による申告特例通知書の送付があった場合(法附則第7条第13

項の規定によりなかったものとみなされる場合を除く。)には、

法附則第7条の2第4項に規定するところにより控除すべき額を、

12



より読み替えて適用される場合を含む。)に規定するところによ

り控除すべき額を、第34条の7第1項及び第2項の規定を適用した

場合の所得割の額から控除するものとする。

第34条の7第1項及び第2項の規定を適用した場合の所得割の額か

ら控除するものとする。

(法附則第15条第2項第1号等の条例で定める割合) (法附則第15条第2項第1号等の条例で定める割合)

第10条の2 (略) 第10条の2 (略)

2～9 (略) 2～9 (略)

10 法附則第15条第24項第1号イに規定する設備について同号に規

定する市の条例で定める割合は2分の1とする。

10 法附則第15条第24項第1号イに規定する設備について同号に規

定する市の条例で定める割合は3分の2とする。

11 法附則第15条第24項第1号ロに規定する設備について同号に規

定する市の条例で定める割合は2分の1とする。

11 法附則第15条第24項第1号ロに規定する設備について同号に規

定する市の条例で定める割合は3分の2とする。

12 法附則第15条第24項第1号ハに規定する設備について同号に規

定する市の条例で定める割合は2分の1とする。

12 法附則第15条第24項第1号ハに規定する設備について同号に規

定する市の条例で定める割合は3分の2とする。

13 法附則第15条第24項第1号ニに規定する設備について同号に規

定する市の条例で定める割合は2分の1とする。

13 法附則第15条第24項第1号ニに規定する設備について同号に規

定する市の条例で定める割合は3分の2とする。

14 法附則第15条第24項第2号に規定する設備について同号に規定

する市の条例で定める割合は5分の3とする。

14 法附則第15条第24項第2号に規定する設備について同号に規定

する市の条例で定める割合は7分の6とする。

15 法附則第15条第24項第3号イに規定する設備について同号に規

定する市の条例で定める割合は3分の2とする。

15 法附則第15条第24項第3号イに規定する設備について同号に規

定する市の条例で定める割合は4分の3とする。

16 法附則第15条第24項第3号ロに規定する設備について同号に規

定する市の条例で定める割合は3分の2とする。

16 法附則第15条第24項第3号ロに規定する設備について同号に規

定する市の条例で定める割合は4分の3とする。
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17～26 (略) 17～26 (略)

(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡

所得に係る市民税の課税の特例)

(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡

所得に係る市民税の課税の特例)

第17条の2 (略) 第17条の2 (略)

2 前項の規定は、昭和63年度から令和11年度までの各年度分の個

人の市民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第1項に

規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合におい

て、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡(法附則第3

4条の2第6項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡を

いう。以下この項において同じ。)に該当するときにおける前条

第1項に規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して

課する市民税の所得割について準用する。この場合において、当

該譲渡が法附則第34条の2第12項の規定に該当することとなると

きは、当該譲渡は確定優良住宅地等予定地のための譲渡ではなか

ったものとみなす。

2 前項の規定は、昭和63年度から令和11年度までの各年度分の個

人の市民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第1項に

規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合におい

て、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡(法附則第3

4条の2第5項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡を

いう。以下この項において同じ。)に該当するときにおける前条

第1項に規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して

課する市民税の所得割について準用する。この場合において、当

該譲渡が法附則第34条の2第10項の規定に該当することとなると

きは、当該譲渡は確定優良住宅地等予定地のための譲渡ではなか

ったものとみなす。

3 (略) 3 (略)

4 第1項(第2項において準用する場合を含む。)の場合において、

所得割の納税義務者が、租税特別措置法第31条の2第2項第13号か

ら第15号までに掲げる土地等の譲渡に該当するものをしたとき

におけるその譲渡をした土地等がその譲渡をした時において地
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すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項の地すべり防

止区域、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44

年法律第57号)第3条第1項の急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害警

戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12

年法律第57号)第9条第1項の土砂災害特別警戒区域又は特定都市

河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第56条第1項の浸水被

害防止区域内にあるときは、当該土地等の譲渡は、第1項又は第2

項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は確定優良住宅地等

予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。

(特定暗号資産に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特

例)

第19条の3 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措

置法第38条の2第1項に規定する事業所得、譲渡所得又は雑所得を

有する場合には、当該事業所得、譲渡所得及び雑所得については、

第33条第1項及び第2項並びに第34条の3の規定にかかわらず、他

の所得と区分し、前年中の当該事業所得の金額、譲渡所得の金額

及び雑所得の金額として令附則第18条の6の4で定めるところに

より計算した金額(以下この項において「特定暗号資産に係る譲

渡所得等の金額」という。)に対し、特定暗号資産に係る課税譲

渡所得等の金額(特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額(次項第1
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号の規定により読み替えて適用される第34条の2の規定の適用が

ある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の3に相当す

る金額に相当する市民税の所得割を課する。

2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第34条の2の規定の適用については、同条中「総所得金額」

とあるのは、「総所得金額、附則第19条の3第1項に規定する特

定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」とする。

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第34条の9第1項、附則第7

条第1項及び附則第7条の3第1項の規定の適用については、第34

条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第19

条の3第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7

第1項前段、第34条の8、第34条の9第1項、附則第7条第1項及び

附則第7条の3第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額

並びに附則第19条の3第1項の規定による市民税の所得割の額」

と、第34条の7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第19条の3第1項の規定による市民税の所得割の

額の合計額」とする。

(3) 第35条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金

額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第19条の3第1

項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」と、「若
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しくは山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額若しくは附

則第19条の3第1項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等

の金額」とする。

(4) 附則第5条の規定の適用については、同条第1項中「山林所

得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第19条の3第1項

に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」と、同条第

2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第19

条の3第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。

附 則

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第36条の2第1項ただし書、第36条の3の2及び第36条の3の3の改正規定並びに附則第6条の改正規定及び附則第7条の3の改正規定並

びに次条第1項及び第2項の規定 令和9年1月1日

(2) 第63条の改正規定及び附則第3条の規定 令和9年4月1日

(3) 第34条の7第2項の改正規定並びに附則第7条の4の改正規定(「附則第5条の6第2項」を「附則第5条の6第3項又は第4項」に改める

部分に限る。)、附則第9条の2の改正規定及び附則第17条の2の改正規定並びに次条第4項の規定 令和10年1月1日

(4) 附則第7条の4の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び附則第19条の2の次に1条を加える改正規定並びに次条第3項及び第

5項の規定 金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和8年法律第   号)の施行の日の属する年の

翌々年の1月1日

(市民税に関する経過措置)

第2条 前条第1号に掲げる規定による改正後の飯塚市税条例(以下「新条例」という。)第36条の3の3第1項及び第2項の規定は、同号に掲
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げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき公的年金等について提出する新条例第36条の3の3第1項の規定による申告書について適用

し、同日前に支払を受けるべき公的年金等について提出した同号に掲げる規定による改正前の飯塚市税条例第36条の3の3第1項の規定

による申告書については、なお従前の例による。

2 新条例附則第7条の3第1項及び第2項の規定は、市民税の所得割の納税義務者が令和8年1月1日以後に所得税法等の一部を改正する法律

(令和8年法律第12号。以下この項において「所得税法等改正法」という。)第7条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律

第26号)第41条第1項に規定する居住用家屋(同条第16項の規定により同条第1項に規定する居住用家屋とみなされる同条第16項に規定

する特例居住用家屋を含む。)若しくは既存住宅(同条第17項の規定により同条第1項に規定する既存住宅とみなされる同条第17項に規

定する特例既存住宅及び同条第35項の規定により同条第1項に規定する既存住宅とみなされる同条第35項に規定する要耐震改修住宅を

含む。)若しくは増改築等をした家屋(同条第17項の規定により同条第1項に規定する増改築等をした家屋とみなされる同条第17項に規

定する特例増改築等をした家屋を含み、当該増改築等又は当該特例増改築等に係る部分に限る。)又は同条第6項に規定する認定住宅等

(同条第18項の規定により同条第6項に規定する認定住宅等とみなされる同条第18項に規定する特例認定住宅等を含む。)を同条第1項の

定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、市民税の所得割の納税義務者が同日前に所得税法等改正法第7条

の規定による改正前の租税特別措置法第41条第1項に規定する居住用家屋(同条第20項の規定により同条第1項に規定する居住用家屋と

みなされる同条第20項に規定する特例居住用家屋を含む。)若しくは既存住宅(同条第35項の規定により同条第1項に規定する既存住宅

とみなされる同条第35項に規定する要耐震改修住宅を含む。)若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)又は同

条第10項に規定する認定住宅等(同条第21項の規定により同条第10項に規定する認定住宅等とみなされる同条第21項に規定する特例認

定住宅等を含む。)を同条第1項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

3 前条第4号に掲げる規定による改正後の飯塚市税条例附則第7条の4の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下この項及び第5項にお

いて「4号施行日」という。)の属する年度の翌年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、4号施行日の属する年度分までの個

人の市民税については、なお従前の例による。

4 前条第3号に掲げる規定による改正後の飯塚市税条例附則第17条の2第4項の規定は、市民税の所得割の納税義務者が同号に掲げる規定
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の施行の日以後に行う同条第1項の土地等の譲渡について適用する。

5 前条第4号に掲げる規定による改正後の飯塚市税条例附則第19条の3の規定は、4号施行日の属する年度の翌年度以後の年度分の個人の

市民税について適用する。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 附則第1条第2号に掲げる規定による改正後の飯塚市税条例第63条の規定は、令和9年度以後の年度分の固定資産税について適用し、

令和8年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
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議案第81号

飯塚市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例等の一部

を改正する条例

飯塚市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例等の一部を改正する

条例を次のように定める。

  令和8年6月11日提出

飯塚市長 武 井 政 一  

提案理由

福岡県において地域限定保育士制度が導入されることに伴い、関係規定を整備す

るため、本案を提出するものである。

20



飯塚市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例等の一部を改正する条例

(飯塚市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正)

第1条 飯塚市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例(平成26年飯塚市条例第31号)の一部を次のように改正する。

改正後 改正前

(職員) (職員)

第25条 (略) 第25条 (略)

2 家庭的保育者は、市長が行う研修(市長が指定する都道府県知事

その他の機関が行う研修を含む。)を修了した保育士(福岡県が法

第18条の27第1項に規定する認定地方公共団体(以下「認定地方公

共団体」という。)である場合には、保育士又は福岡県の区域に

係る法第18条の29に規定する地域限定保育士(以下「地域限定保

育士」という。))又は保育士と同等以上の知識及び経験を有する

と市長が認める者であって、次の各号のいずれにも該当するもの

とする。

2 家庭的保育者は、市長が行う研修(市長が指定する都道府県知事

その他の機関が行う研修を含む。)を修了した保育士又は保育士

と同等以上の知識及び経験を有すると市長が認める者であって、

次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1)～(3) (略) (1)～(3) (略)

(職員) (職員)

第31条 小規模保育事業所A型には、保育士(福岡県が認定地方公共

団体である場合には、保育士又は福岡県の区域に係る地域限定保

育士。次項において同じ。)、嘱託医及び調理員を置かなければ

ならない。ただし、調理業務の全部を委託する小規模保育事業所

第31条 小規模保育事業所A型には、保育士、嘱託医及び調理員を

置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する小規

模保育事業所A型又は第17条第1項の規定により搬入施設から食

事を搬入する小規模保育事業所A型にあっては、調理員を置かな
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A型又は第17条第1項の規定により搬入施設から食事を搬入する

小規模保育事業所A型にあっては、調理員を置かないことができ

る。

いことができる。

2・3 (略) 2・3 (略)

(職員) (職員)

第33条 小規模保育事業B型を行う事業所(以下「小規模保育事業所

B型」という。)には、保育士(福岡県が認定地方公共団体である

場合には、保育士又は福岡県の区域に係る地域限定保育士。次項

において同じ。)その他保育に従事する職員として市長が行う研

修(市長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含

む。)を修了した者(以下この条において「保育従事者」という。)、

嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の

全部を委託する小規模保育事業所B型又は第17条第1項の規定に

より搬入施設から食事を搬入する小規模保育事業所B型にあって

は、調理員を置かないことができる。

第33条 小規模保育事業B型を行う事業所(以下「小規模保育事業所

B型」という。)には、保育士その他保育に従事する職員として市

長が行う研修(市長が指定する都道府県知事その他の機関が行う

研修を含む。)を修了した者(以下この条において「保育従事者」

という。)、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、

調理業務の全部を委託する小規模保育事業所B型又は第17条第1

項の規定により搬入施設から食事を搬入する小規模保育事業所B

型にあっては、調理員を置かないことができる。

2・3 (略) 2・3 (略)

(職員) (職員)

第46条 保育所型事業所内保育事業所には、保育士(福岡県が認定

地方公共団体である場合には、保育士又は福岡県の区域に係る地

域限定保育士。次項において同じ。)、嘱託医及び調理員を置か

第46条 保育所型事業所内保育事業所には、保育士、嘱託医及び調

理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託す

る保育所型事業所内保育事業所又は第17条第1項の規定により搬
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なければならない。ただし、調理業務の全部を委託する保育所型

事業所内保育事業所又は第17条第1項の規定により搬入施設から

食事を搬入する保育所型事業所内保育事業所にあっては、調理員

を置かないことができる。

入施設から食事を搬入する保育所型事業所内保育事業所にあっ

ては、調理員を置かないことができる。

2・3 (略) 2・3 (略)

(職員) (職員)

第49条 事業所内保育事業(利用定員が19人以下のものに限る。以

下この条及び次条において「小規模型事業所内保育事業」とい

う。)を行う事業所(以下この条及び次条において「小規模型事業

所内保育事業所」という。)には、保育士(福岡県が認定地方公共

団体である場合には、保育士又は福岡県の区域に係る地域限定保

育士。次項において同じ。)その他保育に従事する職員として市

長が行う研修(市長が指定する都道府県知事その他の機関が行う

研修を含む。)を修了した者(以下この条において「保育従事者」

という。)、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、

調理業務の全部を委託する小規模型事業所内保育事業所又は第1

7条第1項の規定により搬入施設から食事を搬入する小規模型事

業所内保育事業所にあっては、調理員を置かないことができる。

第49条 事業所内保育事業(利用定員が19人以下のものに限る。以

下この条及び次条において「小規模型事業所内保育事業」とい

う。)を行う事業所(以下この条及び次条において「小規模型事業

所内保育事業所」という。)には、保育士その他保育に従事する

職員として市長が行う研修(市長が指定する都道府県知事その他

の機関が行う研修を含む。)を修了した者(以下この条において

「保育従事者」という。)、嘱託医及び調理員を置かなければな

らない。ただし、調理業務の全部を委託する小規模型事業所内保

育事業所又は第17条第1項の規定により搬入施設から食事を搬入

する小規模型事業所内保育事業所にあっては、調理員を置かない

ことができる。

2・3 (略) 2・3 (略)

(飯塚市立就学前の子どものための教育・保育施設条例の一部を改正する条例)

23



第2条 飯塚市立就学前の子どものための教育・保育施設条例(平成26年飯塚市条例第33号)の一部を次のように改正する。

改正後 改正前

(職員) (職員)

第4条 (略) 第4条 (略)

2 保育所に、所長、保育士(福岡県が児童福祉法第18条の27第1項

に規定する認定地方公共団体である場合には、保育士又は福岡県

の区域に係る同法第18条の29に規定する地域限定保育士)、その

他必要な職員を置く。

2 保育所に、所長、保育士、その他必要な職員を置く。

(飯塚市保育士修学資金貸付金条例の一部を改正する条例)

第3条 飯塚市保育士修学資金貸付金条例(平成29年飯塚市条例第23号)の一部を次のように改正する。

改正後 改正前

(定義) (定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該

各号に定めるところによる。

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該

各号に定めるところによる。

(1)・(2) (略) (1)・(2) (略)

(3) 常勤保育士 私立保育所等において、1日6時間以上かつ1

月のうち20日以上または1月のうち120時間以上勤務する保育

士(福岡県が児童福祉法第18条の27第1項に規定する認定地方

公共団体である場合には、保育士又は福岡県の区域に係る同法

(3) 常勤保育士 私立保育所等において、1日6時間以上かつ1

月のうち20日以上又は1月のうち120時間以上勤務する保育士

をいう。
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第18条の29に規定する地域限定保育士)をいう。

(飯塚市保育士生活資金貸付金条例の一部を改正する条例)

第4条 飯塚市保育士生活資金貸付金条例(平成29年飯塚市条例第24号)の一部を次のように改正する。

改正後 改正前

(定義) (定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該

各号に定めるところによる。

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該

各号に定めるところによる。

(1)・(2) (略) (1)・(2) (略)

(3) 常勤保育士 私立保育所等において、1日6時間以上かつ1

月のうち20日以上又は1月のうち120時間以上勤務する保育士

(福岡県が児童福祉法第18条の27第1項に規定する認定地方公

共団体である場合には、保育士又は福岡県の区域に係る同法第

18条の29に規定する地域限定保育士)をいう。

(3) 常勤保育士 私立保育所等において、1日6時間以上かつ1

月のうち20日以上又は1月のうち120時間以上勤務する保育士

をいう。

(飯塚市乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例)

第5条 飯塚市乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例(令和7年飯塚市条例第31号)の一部を次のように改正する。

改正後 改正前

(職員) (職員)

第24条 一般型乳児等通園支援事業所には、保育士(福岡県が法第1 第24条 一般型乳児等通園支援事業所には、保育士その他乳児等通
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8条の27第1項に規定する認定地方公共団体である場合には、保育

士又は福岡県の区域に係る法第18条の29に規定する地域限定保

育士。以下この条において同じ。)その他乳児等通園支援に従事

する職員として市長が行う研修(市長が指定する都道府県知事そ

の他の機関が行う研修を含む。)を修了した者(以下この条におい

て「乳児等通園支援従事者」という。)を置かなければならない。

園支援に従事する職員として市長が行う研修(市長が指定する都

道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者(以下

この条において「乳児等通園支援従事者」という。)を置かなけ

ればならない。

2・3 (略) 2・3 (略)

(飯塚市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例)

第6条 飯塚市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例(平成26年飯塚市条例第35号)の一部を次のように改正する。

改正後 改正前

(職員) (職員)

第10条 (略) 第10条 (略)

2 (略) 2 (略)

3 放課後児童支援員は、次の各号のいずれかに該当する者であっ

て、都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条

の19第1項の指定都市若しくは同法第252条の22第1項の中核市の

長が行う研修を修了したものでなければならない。

3 放課後児童支援員は、次の各号のいずれかに該当する者であっ

て、都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条

の19第1項の指定都市若しくは同法第252条の22第1項の中核市の

長が行う研修を修了したものでなければならない。

(1) 保育士(福岡県が法第18条の27第1項に規定する認定地方公

共団体である場合には、保育士又は福岡県の区域に係る法第18

(1) 保育士の資格を有する者
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条の29に規定する地域限定保育士)の資格を有する者

(2)～(10) (略) (2)～(10) (略)

4・5 (略) 4・5 (略)

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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議案第82号

   飯塚市印鑑条例の一部を改正する条例

飯塚市印鑑条例の一部を改正する条例を次のように定める。

  令和8年6月11日提出

飯塚市長 武 井 政 一  

提案理由

出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律(令和6年法律第59号)の施行に

伴い、在留カード及び特別永住者証明書に個人番号カードの機能を付加した特定在

留カード及び特定特別永住者証明書でも印鑑登録証明書の交付申請を可能とするた

め、本案を提出するものである。
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飯塚市印鑑条例の一部を改正する条例

飯塚市印鑑条例(平成18年飯塚市条例第164号)の一部を次のように改正する。

改正後 改正前

(印鑑登録証明書の交付申請) (印鑑登録証明書の交付申請)

第12条 （略） 第12条 （略）

2 （略） 2 （略）

3 前項の規定にかかわらず、行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2

条第7項に規定する個人番号カード(以下「個人番号カード」とい

う。)、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19

条の15の2第1項に規定する特定在留カード(以下「特定在留カー

ド」という。)又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離

脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第

16条の2第1項に規定する特定特別永住者証明書(以下「特定特別

永住者証明書」という。)の交付を受けている登録者が前項の申

請をしようとするときは、当該個人番号カード、特定在留カード

又は特定特別永住者証明書(以下「個人番号カード等」という。)

を提示し、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認

証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証

法」という。)第38条第1項の規定による利用者証明用電子証明書

3 前項の規定にかかわらず、行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2

条第7項に規定する個人番号カードの交付を受けている登録者が

前項の申請をしようとするときは、当該個人番号カードを提示

し、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務

に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」と

いう。)第38条第1項の規定による利用者証明用電子証明書が効力

を失っていないことの確認及び電子利用者証明(公的個人認証法

第2条第2項に規定する電子利用者証明をいう。)が有効になされ

たことの確認を受けることで、登録証を添えることに代えること

ができるものとする。
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が効力を失っていないことの確認及び電子利用者証明(公的個人

認証法第2条第2項に規定する電子利用者証明をいう。)が有効に

なされたことの確認を受けることで、登録証を添えることに代え

ることができるものとする。

(印鑑登録証明書の交付申請の不受理) (印鑑登録証明書の交付申請の不受理)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録

証明書の交付の申請を受理しない。

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録

証明書の交付の申請を受理しない。

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略）

(4) 第12条第3項の場合において、個人番号カード等の提示をし

ないとき。

(4) 第12条第3項の場合において、個人番号カードの提示をしな

いとき。

(5)・(6) （略） (5)・(6) （略）

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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議案第83号

飯塚市庄司川流域浸水対策に関する土地利用条例

飯塚市庄司川流域浸水対策に関する土地利用条例を次のように定める。

令和8年6月11日提出

飯塚市長  武 井 政 一  

提案理由

庄司川流域において国・県・市が連携し策定を行った庄司川総合内水対策計画に

基づくハード対策完了後において、新たな浸水被害の発生を防止することを目的と

した土地利用を規定するため、本案を提出するものである。

飯塚市庄司川流域浸水対策に関する土地利用条例

(目的)

第1条 この条例は、庄司川流域の内水氾濫による浸水被害から市民の生命、身体及

び財産を保護するため、住宅の浸水被害の防止に関する必要な事項を定め、もっ

て市民が安全で安心して暮らすことができるまちづくりに寄与することを目的と

する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。

(1) 住宅 人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分をいう。

(2) 建築行為 住宅を新築、改築又は増築することをいう。

(3) 建築行為届出区域 浸水の発生が予想される区域として市長が告示する区

域をいう。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、住宅の浸水被害の防止に関し必要な
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施策を実施するものとする。

(市民及び事業者の責務)

第4条 市民及び事業者は、水害に強いまちづくりについての理解と関心を深め、自

ら住宅の浸水に対する安全確保その他浸水対策に努めるものとする。

(建築行為の浸水対策)

第5条 建築行為届出区域内において建築行為を行う場合は、居室の床面を市長が

告示する基準となる高さ以上に設置しなければならない。

(届出)

第6条 前条に定める行為を行おうとする者は、規則に定めるところにより、浸水対

策の内容を市長に届け出なければならない。

(助言及び指導)

第7条 市長は、前条の規定による届出があったときは、当該届出に係る浸水対策に

ついて、必要な助言及び指導を行うことができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、令和9年1月1日から施行する。ただし、第5条及び第6条の規定につい

ては、この条例施行の日以後に建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」とい

う。)第6条に定める確認申請書又は法第18条に定める計画通知が提出される建築物

(第2条第1号の住宅に限る。)について適用する。
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議案第84号

   財産の取得(消防ポンプ自動車)

飯塚市消防団に消防ポンプ自動車を配備するため、次の財産を取得するものとす

る。

  令和8年6月11日提出

飯塚市長 武 井 政 一  

1 取得する財産 消防ポンプ自動車

2 取得価格   25,300,000円

3 契約の相手方 福岡市中央区長浜二丁目3番40号

        愛知ポンプ工業株式会社

        代表取締役 有馬 拓

4 契約の方法 指名競争入札

提案理由

消防ポンプ自動車を取得するにあたり、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条

第1項第8号及び飯塚市議会の議決に付すべき財産の取得又は処分に関する条例(平

成18年飯塚市条例第57号)第2条の規定に基づき、本案を提出するものである。
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議案第85号

財産の取得(児童用学習端末機器)

市立小学校における学習端末機器として、次の財産を取得するものとする。

令和8年6月11日提出

飯塚市長  武 井 政 一  

1 取得する財産 児童用学習端末機器 6,807台

2 取得価格   370,641,150円

3 契約の相手方 飯塚市伊岐須471番地5

        株式会社 トータルオフィス 筑豊営業所

        所長 鈴川 充行

4 契約の方法  指名競争入札

提案理由

児童用学習端末機器を取得するにあたり、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96

条第1項第8号及び飯塚市議会の議決に付すべき財産の取得又は処分に関する条例

(平成18年飯塚市条例第57号)第2条の規定に基づき、本案を提出するものである。
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議案第86号

   市道路線の認定

次のとおり市道路線を認定するものとする。

  令和8年6月11日提出

飯塚市長  武 井 政 一

提案理由

道路法(昭和27年法律第180号)第8条第1項の規定に基づき市道路線を認定するにあ

たり、同条第2項の規定により議決を求めるものである。

市道認定路線明細

一連
番号

路線
番号

路線名 起点 終点
幅員

（ｍ）
延長

（ｍ）
図面
番号

1 15247 伊岐須・草場線 伊岐須 797-5 地先 伊岐須 796-6 地先 7.1 35.3 No.1

2 15248 道代 4 号線 川島 650-1 地先 川島 650-4 地先 6.1 311.6 No.2

3 15249 道代 5 号線 立岩 1584-9 地先 立岩 1584-10 地先 6.5 33.8 No.2

4 15250 潤野・三月田線 潤野 268-37 地先 潤野 275-21 地先 6.9 107.6 No.3

5 33618 秋松・古川 2 号線 秋松 21-3 地先 秋松 21-7 地先 6.9 48.7 No.4

6 33619 小正・日焼 1 号線 小正 211 地先 小正 209-3 地先 5.0 108.0 No.5

7 33620 小正・日焼 2 号線 小正 209-4 地先 小正 209-6 地先 8.2 24.1 No.5

8 33621 椿・ショヲブノ下 1 号線 椿 203-7 地先 椿 203-4 地先 6.1 118.5 No.6

9 33622 椿・ショヲブノ下 2 号線 椿 203-21 地先 椿 203-19 地先 9.2 23.1 No.6

合 計 810.7
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Ｎｏ．1市道認定路線図

15247 伊岐須・草場線

36



Ｎｏ．2市道認定路線図

15248 道代4号線

15249 道代5号線
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Ｎｏ．3市道認定路線図

15250 潤野・三月田線
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Ｎｏ．4市道認定路線図

33618 秋松・古川2号線
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Ｎｏ．5市道認定路線図

33619 小正・日焼1号線

33620 小正・日焼2号線
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Ｎｏ．6市道認定路線図

33621 椿・ショヲブノ下1号線

33622 椿・ショヲブノ下2号線
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議案第87号

専決処分の承認(令和8年度飯塚市小型自動車競走事業特別会計補正予

算(第1号))

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第2号の規定により、令和8年度飯塚

市小型自動車競走事業特別会計補正予算(第1号)について議決を経なければならな

いが、特に緊急を要したため、同法第179条第1項の規定により次のとおり専決処分

したので、同条第3項の規定によりこれを報告し、承認を求めるものである。

  令和8年6月11日提出

飯塚市長  武 井 政 一

専決第11号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、特に緊急を要する

ため、次のとおり専決処分する。

  令和8年5月31日専決

飯塚市長  武 井 政 一

   令和8年度飯塚市小型自動車競走事業特別会計補正予算(第1号)
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                             議案第88号

専決処分の承認(飯塚市税条例の一部を改正する条例)

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により、飯塚市税条例

の一部を改正する条例について議決を経なければならないが、特に緊急を要したた

め、同法第179条第1項の規定により次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定

によりこれを報告し、承認を求めるものである。

令和8年6月11日提出

                     飯塚市長  武 井 政 一

                              専決第7号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、特に緊急を要する

ため、次のとおり専決処分する。

令和8年3月31日専決

飯塚市長  武 井 政 一

飯塚市税条例の一部を改正する条例を制定し、ここに公布する。

令和8年3月31日

飯塚市長  武 井 政 一

飯塚市条例第20号
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飯塚市税条例の一部を改正する条例

飯塚市税条例(平成18年飯塚市条例第51号)の一部を次のように改正する。

改正後 改正前

(納税証明事項) (納税証明事項)

第18条の3 地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「施

行規則」という。)第1条の9第2号に規定する事項は、道路運送車

両法(昭和26年法律第185号)第59条第1項に規定する検査対象軽

自動車又は2輪の小型自動車について天災その他やむを得ない事

由により軽自動車税を滞納している場合においてその旨とする。

第18条の3 地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「施

行規則」という。)第1条の9第2号に規定する事項は、道路運送車

両法(昭和26年法律第185号)第59条第1項に規定する検査対象軽

自動車又は2輪の小型自動車について天災その他やむを得ない事

由により種別割を滞納している場合においてその旨とする。

(納期限後に納付し又は納入する税金又は納入金に係る延滞金) (納期限後に納付し又は納入する税金又は納入金に係る延滞金)

第19条 納税者又は特別徴収義務者は、第40条、第46条、第46条の

2若しくは第46条の5(第53条の7の2において準用する場合を含

む。以下この条において同じ。)、第47条の4第1項(第47条の5第3

項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、

第48条第1項(法第321条の8第34項及び第35項の申告書に係る部

分を除く。)、第53条の7、第67条、第83条第2項、第98条第1項若

しくは第2項、第102条第2項、第105条、第139条第1項又は第145

条第3項に規定する納期限後にその税金を納付し、又は納入金を

納入する場合には、当該税額又は納入金額にその納期限(納期限

の延長があったときは、その延長された納期限とする。以下第1

第19条 納税者又は特別徴収義務者は、第40条、第46条、第46条の

2若しくは第46条の5(第53条の7の2において準用する場合を含

む。以下この条において同じ。)、第47条の4第1項(第47条の5第3

項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、

第48条第1項(法第321条の8第34項及び第35項の申告書に係る部

分を除く。)、第53条の7、第67条、第81条の6第1項、第83条第2

項、第98条第1項若しくは第2項、第102条第2項、第105条、第139

条第1項又は第145条第3項に規定する納期限後にその税金を納付

し、又は納入金を納入する場合には、当該税額又は納入金額にそ

の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限
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号、第2号及び第5号において同じ。)の翌日から納付又は納入の

日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(次の各号に掲げ

る税額の区分に応じ、第1号から第4号までに掲げる期間並びに第

5号及び第6号に定める日までの期間については、年7.3パーセン

ト)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して

納付書によって納付し、又は納入書によって納入しなければなら

ない。

とする。以下第1号、第2号及び第5号において同じ。)の翌日から

納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント

(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、第1号から第4号までに掲

げる期間並びに第5号及び第6号に定める日までの期間について

は、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延

滞金額を加算して納付書によって納付し、又は納入書によって納

入しなければならない。

(1) (略) (1) (略)

(2) 第98条第1項若しくは第2項の申告書又は第139条第1項の申

告書に係る税額(第4号に掲げる税額を除く。) 当該税額に係

る納期限の翌日から1月を経過する日までの期間

(2) 第81条の6第1項の申告書、第98条第1項若しくは第2項の申

告書又は第139条第1項の申告書に係る税額(第4号に掲げる税

額を除く。) 当該税額に係る納期限の翌日から1月を経過する

日までの期間

(3) 第98条第1項若しくは第2項の申告書又は第139条第1項の申

告書でその提出期限後に提出したものに係る税額 当該提出

した日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日まで

の期間

(3) 第81条の6第1項の申告書、第98条第1項若しくは第2項の申

告書又は第139条第1項の申告書でその提出期限後に提出した

ものに係る税額 当該提出した日までの期間又はその日の翌

日から1月を経過する日までの期間

(4)～(6) (略) (4)～(6) (略)

(所得割の課税標準) (所得割の課税標準)

第33条 (略) 第33条 (略)

2 (略) 2 (略)
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3 法第23条第1項第15号に規定する特定配当等(次項及び第34条の

9において「特定配当等」という。)(同号ロに掲げるものを除く。

以下この項において同じ。)に係る所得を有する者に係る総所得

金額は、当該特定配当等に係る所得の金額を除外して算定する。

ただし、同法第60条の2から第60条の4までの規定の例によらない

ものとする。

3 法第23条第1項第15号に規定する特定配当等(以下この項及び次

項並びに第34条の9において「特定配当等」という。)に係る所得

を有する者に係る総所得金額は、当該特定配当等に係る所得の金

額を除外して算定する。ただし、同法第60条の2から第60条の4ま

での規定の例によらないものとする。

4～6 (略) 4～6 (略)

(軽自動車税の納税義務者等) (軽自動車税の納税義務者等)

第80条 軽自動車税は、軽自動車等に対し、その所有者に課する。 第80条 軽自動車税は、3輪以上の軽自動車に対し、当該3輪以上の

軽自動車の取得者に環境性能割によって、軽自動車等に対し、当

該軽自動車等の所有者に種別割によって課する。

2 前項に規定する3輪以上の軽自動車の取得者には、法第443条第

2項に規定する者を含まないものとする。

2 軽自動車等の所有者が法第445条第1項の規定により軽自動車税

を課することができない者である場合には、前項の規定にかかわ

らず、当該軽自動車等の使用者に軽自動車税を課する。ただし、

公用又は公共の用に供する軽自動車等については、この限りでな

い。

3 軽自動車等の所有者が法第445条第1項の規定により種別割を課

することができない者である場合には、第1項の規定にかかわら

ず、その使用者に課する。ただし、公用又は公共の用に供する軽

自動車等については、これを課さない。

(軽自動車税のみなす課税) (軽自動車税のみなす課税)

第81条 軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の 第81条 軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の
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所有権を留保している場合には、買主を軽自動車等の所有者とみ

なして、軽自動車税を課する。

所有権を留保している場合には、軽自動車税の賦課徴収について

は、買主を前条第1項に規定する3輪以上の軽自動車の取得者(以

下この節において「3輪以上の軽自動車の取得者」という。)又は

軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。

2 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る軽自動車等につい

て、買主の変更があったときは、新たに買主となる者を軽自動車

等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。

2 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る軽自動車等につい

て、買主の変更があったときは、新たに買主となる者を3輪以上

の軽自動車の取得者又は軽自動車等の所有者とみなして、軽自動

車税を課する。

3 法第444条第3項に規定する販売業者等(以下この項において「販

売業者等」という。)が、その製造により取得した3輪以上の軽自

動車又はその販売のためその他運行(道路運送車両法第2条第5項

に規定する運行をいう。次項において同じ。)以外の目的に供す

るため取得した3輪以上の軽自動車について、当該販売業者等が、

法第444条第3項に規定する車両番号の指定を受けた場合(当該車

両番号の指定前に第1項の規定の適用を受ける売買契約の締結が

行われた場合を除く。)には、当該販売業者等を3輪以上の軽自動

車の取得者とみなして、環境性能割を課する。

4 法の施行地外で3輪以上の軽自動車を取得した者が、当該3輪以

上の軽自動車を法の施行地内に持ち込んで運行の用に供した場

合には、当該3輪以上の軽自動車を運行の用に供する者を3輪以上
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の軽自動車の取得者とみなして、環境性能割を課する。

(日本赤十字社の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の非課

税の範囲)

(日本赤十字社の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の非課

税の範囲)

第81条の2 第81条の2 日本赤十字社が所有する軽自動車等のうち、直接その

本来の事業の用に供するもので、次の各号に該当するものに対し

ては、軽自動車税(種別割を除く。)を課さない。

(1) 救急用のもの

(2) 血液事業の用に供するもの

日本赤十字社が所有する軽自動車等のうち、直接その本来の事業

の用に供するもので次の各号に該当するものに対しては、軽自動車

税を課さない。

2 日本赤十字社が所有する自動車のうち、直接その本来の事業に

供するもので次の各号に該当するものに対しては、種別割を課さ

ない。

(1)・(2) (略) (1)・(2) (略)

(3) 血液事業の用に供するもの

(4) その他前3号に掲げる軽自動車等に類する軽自動車等で市

長が認めるもの

(3) その他前2号に掲げる軽自動車等に類する軽自動車等で市

長が認めるもの

(環境性能割の課税標準)

第81条の3 環境性能割の課税標準は、3輪以上の軽自動車の取得の

ために通常要する価額として施行規則第15条の10に定めるとこ

ろにより算定した金額とする。

(環境性能割の税率)
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第81条の4 次の各号に掲げる3輪以上の軽自動車に対して課する

環境性能割の税率は、当該各号に定める率とする。

(1) 法第451条第1項(同条第4項又は第5項において準用する場

合を含む。)の規定の適用を受けるもの 100分の1

(2) 法第451条第2項(同条第4項又は第5項において準用する場

合を含む。)の規定の適用を受けるもの 100分の2

(3) 法第451条第3項の規定の適用を受けるもの 100分の3

(環境性能割の徴収の方法)

第81条の5 環境性能割の徴収については、申告納付の方法によら

なければならない。

(環境性能割の申告納付)

第81条の6 環境性能割の納税義務者は、法第454条第1項各号に掲

げる3輪以上の軽自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は

日までに、施行規則第33号の4様式による申告書を市長に提出す

るとともに、その申告に係る環境性能割額を納付しなければなら

ない。

2 3輪以上の軽自動車の取得者(環境性能割の納税義務者を除く。)

は、法第454条第1項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める

時又は日までに、施行規則第33号の4様式による報告書を市長に

提出しなければならない。
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(環境性能割に係る不申告等に関する過料)

第81条の7 環境性能割の納税義務者が前条の規定により申告し、

又は報告すべき事項について正当な事由がなく申告又は報告を

しなかった場合には、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定

すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(環境性能割の減免)

第81条の8 市長は、公益のため直接専用する3輪以上の軽自動車又

は第90条第1項各号に掲げる軽自動車等(3輪以上のものに限る。)

のうち必要と認めるものに対しては、環境性能割を減免する。

2 前項の規定による環境性能割の減免を受けるための手続その他

必要な事項については、規則で定める。

(軽自動車税の課税免除) (種別割の課税免除)

第81条の9 商品であって使用しない軽自動車等については、軽自

動車税を課さない。

第81条の9 商品であって使用しない軽自動車等については、種別

割を課さない。

(軽自動車税の税率) (種別割の税率)

第82条 次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する軽自動車税

の税率は、1台について、それぞれ当該各号に定める額とする。

第82条 次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する種別割の税

率は、1台について、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1)～(3) (略) (1)～(3) (略)
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(軽自動車税の賦課期日及び納期) (種別割の賦課期日及び納期)

第83条 軽自動車税の賦課期日は、4月1日とする。 第83条 種別割の賦課期日は、4月1日とする。

2 軽自動車税の納期は、5月1日から同月31日までとする。 2 種別割の納期は、5月1日から同月31日までとする。

(軽自動車税の徴収の方法) (種別割の徴収の方法)

第85条 軽自動車税は、普通徴収の方法によって徴収する。 第85条 種別割は、普通徴収の方法によって徴収する。

(軽自動車税に関する申告又は報告) (種別割に関する申告又は報告)

第87条 軽自動車税の納税義務者である軽自動車等の所有者又は

使用者(以下この節において「軽自動車等の所有者等」という。)

は、軽自動車等の所有者等となった日から15日以内に、軽自動車

及び2輪の小型自動車の所有者又は使用者にあっては施行規則第

33号の4様式による申告書、原動機付自転車及び小型特殊自動車

の所有者又は使用者にあっては施行規則第33号の5様式による申

告書並びにその者の住所を証明すべき書類を市長に提出しなけ

ればならない。

第87条 種別割の納税義務者である軽自動車等の所有者又は使用

者(以下この節において「軽自動車等の所有者等」という。)は、

軽自動車等の所有者等となった日から15日以内に、軽自動車及び

2輪の小型自動車の所有者又は使用者にあっては施行規則第33号

の4の2様式による申告書、原動機付自転車及び小型特殊自動車の

所有者又は使用者にあっては施行規則第33号の5様式による申告

書並びにその者の住所を証明すべき書類を市長に提出しなけれ

ばならない。

2 前項の申告書を提出した者は、当該申告事項について変更があ

った場合においては、その事由が生じた日から15日以内に、当該

変更があった事項について軽自動車及び2輪の小型自動車の所有

者又は使用者については施行規則第33号の4様式による申告書並

びに原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者又は使用者に

ついては施行規則第33号の5様式による申告書を市長に提出しな

2 前項の申告書を提出した者は、当該申告事項について変更があ

った場合においては、その事由が生じた日から15日以内に、当該

変更があった事項について軽自動車及び2輪の小型自動車の所有

者又は使用者については施行規則第33号の4の2様式による申告

書並びに原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者又は使用

者については施行規則第33号の5様式による申告書を市長に提出
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ければならない。ただし、次項の規定により申告書を提出すべき

場合については、この限りでない。

しなければならない。ただし、次項の規定により申告書を提出す

べき場合については、この限りでない。

3 軽自動車等の所有者等でなくなった者は、軽自動車等の所有者

等でなくなった日から30日以内に、軽自動車及び2輪の小型自動

車の所有者又は使用者については施行規則第33号の4様式による

申告書、原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者又は使用者

については施行規則第34号様式による申告書を市長に提出しな

ければならない。

3 軽自動車等の所有者等でなくなった者は、軽自動車等の所有者

等でなくなった日から30日以内に、軽自動車及び2輪の小型自動

車の所有者又は使用者については施行規則第33号の4の2様式に

よる申告書、原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者又は使

用者については施行規則第34号様式による申告書を市長に提出

しなければならない。

4 (略) 4 (略)

(軽自動車税に係る不申告等に関する過料) (種別割に係る不申告等に関する過料)

第88条 (略) 第88条 (略)

(軽自動車税の減免) (種別割の減免)

第89条 市長は、次の各号のいずれかに該当する軽自動車等のうち

必要と認めるものに対しては、軽自動車税を減免する。

第89条 市長は、次の各号のいずれかに該当する軽自動車等のうち

必要と認めるものに対しては、種別割を減免する。

(1)～(3) (略) (1)～(3) (略)

2 前項の規定によって軽自動車税の減免を受けようとする者は、

納期限までに、規則に定める申請書に減免を受けようとする事由

を証明する書類を添付し、これを市長に提出しなければならな

い。

2 前項の規定によって種別割の減免を受けようとする者は、納期

限までに、規則に定める申請書に減免を受けようとする事由を証

明する書類を添付し、これを市長に提出しなければならない。

3 第1項の規定によって軽自動車税の減免を受けた者は、その事由 3 第1項の規定によって種別割の減免を受けた者は、その事由が消
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が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなけれ

ばならない。

滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければな

らない。

4 (略) 4 (略)

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付等) (原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付等)

第91条 (略) 第91条 (略)

2 法第445条若しくは第81条の2又は第80条第2項ただし書の規定

によって軽自動車税を課することのできない原動機付自転車又

は小型特殊自動車の所有者又は使用者は、その主たる定置場が、

市内に所在することとなったときは、その事由が発生した日から

15日以内に、市長に対し、標識交付申請書を提出し、かつ、当該

原動機付自転車又は小型特殊自動車の提示をして、その車体に取

り付けるべき標識の交付を受けなければならない。軽自動車税を

課されるべき原動機付自転車又は小型特殊自動車が法第445条若

しくは第81条の2又は第80条第2項ただし書の規定によって軽自

動車税を課されないこととなったときにおける当該原動機付自

転車又は小型特殊自動車の所有者又は使用者についても、同様と

する。

2 法第445条若しくは第81条の2又は第80条第3項ただし書の規定

によって種別割を課することのできない原動機付自転車又は小

型特殊自動車の所有者又は使用者は、その主たる定置場が、市内

に所在することとなったときは、その事由が発生した日から15日

以内に、市長に対し、標識交付申請書を提出し、かつ、当該原動

機付自転車又は小型特殊自動車の提示をして、その車体に取り付

けるべき標識の交付を受けなければならない。種別割を課される

べき原動機付自転車又は小型特殊自動車が法第445条若しくは第

81条の2又は第80条第3項ただし書の規定によって種別割を課さ

れないこととなったときにおける当該原動機付自転車又は小型

特殊自動車の所有者又は使用者についても、同様とする。

3～6 (略) 3～6 (略)

7 第2項の標識及び第3項の証明書の交付を受けた者は、当該原動

機付自転車若しくは小型特殊自動車の主たる定置場が市内に所

7 第2項の標識及び第3項の証明書の交付を受けた者は、当該原動

機付自転車若しくは小型特殊自動車の主たる定置場が市内に所
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在しないこととなったとき、当該原動機付自転車若しくは小型特

殊自動車を所有し若しくは使用しないこととなったとき、又は当

該原動機付自転車若しくは小型特殊自動車に対して軽自動車税

が課されることとなったときは、その事由が発生した日から15日

以内に、市長に対し、その標識及び証明書を返納しなければなら

ない。

在しないこととなったとき、当該原動機付自転車若しくは小型特

殊自動車を所有し若しくは使用しないこととなったとき、又は当

該原動機付自転車若しくは小型特殊自動車に対して種別割が課

されることとなったときは、その事由が発生した日から15日以内

に、市長に対し、その標識及び証明書を返納しなければならない。

8・9 (略) 8・9 (略)

附 則 附 則

(個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除)

第7条の3 平成20年度から平成28年度までの各年度分の個人の市

民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特

別措置法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受けた場合(同

法第41条第1項に規定する居住年(次条において「居住年」とい

う。)が平成11年から平成18年までの各年である場合に限る。)に

おいては、法附則第5条の4第6項に規定するところにより控除す

べき額(第3項において「市民税の住宅借入金等特別税額控除額」

という。)を、当該納税義務者の第34条の3及び第34条の6の規定

を適用した場合の所得割の額から控除する。

2 前項の規定の適用がある場合における第34条の8及び第34条の9

第1項の規定の適用については、第34条の8中「前2条」とあるの
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は「前2条並びに附則第7条の3第1項」と、同項中「前3条」とある

のは「前3条並びに附則第7条の3第1項」とする。

3 第1項の規定は、市民税の所得割の納税義務者が、当該年度の初

日の属する年の3月15日までに、施行規則で定めるところにより、

同項の規定の適用を受けようとする旨及び市民税の住宅借入金

等特別税額控除額の控除に関する事項を記載した市民税住宅借

入金等特別税額控除申告書(その提出期限後において市民税の納

税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を、市

長に提出した場合(法附則第5条の4第9項の規定により税務署長

を経由して提出した場合を含む。)に限り、適用する。

(個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除)

第7条の3 平成22年度から令和20年度までの各年度分の個人の市

民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特

別措置法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受けた場合(同

法第41条第1項に規定する居住年が平成21年から令和7年までの

各年である場合に限る。)には、法附則第5条の4第5項(同条第7項

の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定すると

ころにより控除すべき額を、当該納税義務者の第34条の3及び第

34条の6の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

第7条の3の2 平成22年度から令和20年度までの各年度分の個人の

市民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税

特別措置法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受けた場合

(居住年が平成11年から平成18年まで又は平成21年から令和7年

までの各年である場合に限る。)において、前条第1項の規定の適

用を受けないときは、法附則第5条の4の2第5項(同条第7項の規定

により読み替えて適用される場合を含む。)に規定するところに

より控除すべき額を、当該納税義務者の第34条の3及び第34条の

6の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。
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2 前項の規定の適用がある場合における第34条の8及び第34条の9

第1項の規定の適用については、第34条の8中「前2条」とあるの

は「前2条並びに附則第7条の3第1項」と、第34条の9第1項中「前

3条」とあるのは「前3条並びに附則第7条の3第1項」とする。

2 前項の規定の適用がある場合における第34条の8及び第34条の9

第1項の規定の適用については、第34条の8中「前2条」とあるの

は「前2条並びに附則第7条の3の2第1項」と、第34条の9第1項中

「前3条」とあるのは「前3条並びに附則第7条の3の2第1項」とす

る。

(肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特例) (肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特例)

第8条 昭和57年度から令和12年度までの各年度分の個人の市民税

に限り、法附則第6条第4項に規定する場合において、第36条の2

第1項の規定による申告書(その提出期限後において市民税の納

税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時まで

に提出された第36条の3第1項の確定申告書を含む。次項において

同じ。)に肉用牛の売却に係る租税特別措置法第25条第1項に規定

する事業所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申

告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると

市長が認めるときを含む。次項において同じ。)は、当該事業所

得に係る市民税の所得割の額を免除する。

第8条 昭和57年度から令和9年度までの各年度分の個人の市民税

に限り、法附則第6条第4項に規定する場合において、第36条の2

第1項の規定による申告書(その提出期限後において市民税の納

税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時まで

に提出された第36条の3第1項の確定申告書を含む。次項において

同じ。)に肉用牛の売却に係る租税特別措置法第25条第1項に規定

する事業所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申

告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると

市長が認めるときを含む。次項において同じ。)は、当該事業所

得に係る市民税の所得割の額を免除する。

2 前項に規定する各年度分の個人の市民税に限り、法附則第6条第

5項に規定する場合において、第36条の2第1項の規定による申告

書に肉用牛の売却に係る租税特別措置法第25条第2項第2号に規

定する事業所得の明細に関する事項の記載があるときは、その者

2 前項に規定する各年度分の個人の市民税に限り、法附則第6条第

5項に規定する場合において、第36条の2第1項の規定による申告

書に肉用牛の売却に係る租税特別措置法第25条第2項第2号に規

定する事業所得の明細に関する事項の記載があるときは、その者
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の前年の総所得金額に係る市民税の所得割の額は、第33条から第

34条の3まで、第34条の6から第34条の8まで、附則第7条第1項、

附則第7条の3第1項及び附則第7条の4の規定にかかわらず、法附

則第6条第5項各号に掲げる金額の合計額とすることができる。

の前年の総所得金額に係る市民税の所得割の額は、第33条から第

34条の3まで、第34条の6から第34条の8まで、附則第7条第1項、

附則第7条の3第1項、附則第7条の3の2第1項及び附則第7条の4の

規定にかかわらず、法附則第6条第5項各号に掲げる金額の合計額

とすることができる。

3 (略) 3 (略)

(法附則第15条第2項第1号等の条例で定める割合) (法附則第15条第2項第1号等の条例で定める割合)

第10条の2 (略) 第10条の2 (略)

2 (略) 2 (略)

3 法附則第15条第13項に規定する市の条例で定める割合は5分の3

とする。

3 法附則第15条第14項に規定する市の条例で定める割合は5分の3

とする。

4 法附則第15条第20項に規定する市の条例で定める割合は2分の1

とする。

4 法附則第15条第21項に規定する市の条例で定める割合は2分の1

とする。

5 法附則第15条第21項第1号に規定する市の条例で定める割合は3

分の2とする。

5 法附則第15条第22項第1号に規定する市の条例で定める割合は3

分の2とする。

6 法附則第15条第21項第2号に規定する市の条例で定める割合は2

分の1とする。

6 法附則第15条第22項第2号に規定する市の条例で定める割合は2

分の1とする。

7 法附則第15条第21項第3号に規定する市の条例で定める割合は2

分の1とする。

7 法附則第15条第22項第3号に規定する市の条例で定める割合は2

分の1とする。

8 法附則第15条第22項第1号に規定する市の条例で定める割合は3 8 法附則第15条第23項第1号に規定する市の条例で定める割合は3
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分の2とする。 分の2とする。

9 法附則第15条第22項第2号に規定する市の条例で定める割合は2

分の1とする。

9 法附則第15条第23項第2号に規定する市の条例で定める割合は2

分の1とする。

10 法附則第15条第24項第1号イに規定する設備について同号に規

定する市の条例で定める割合は3分の2とする。

10 法附則第15条第25項第1号イに規定する設備について同号に規

定する市の条例で定める割合は3分の2とする。

11 法附則第15条第24項第1号ロに規定する設備について同号に規

定する市の条例で定める割合は3分の2とする。

11 法附則第15条第25項第1号ロに規定する設備について同号に規

定する市の条例で定める割合は3分の2とする。

12 法附則第15条第24項第1号ハに規定する設備について同号に規

定する市の条例で定める割合は3分の2とする。

12 法附則第15条第25項第1号ハに規定する設備について同号に規

定する市の条例で定める割合は3分の2とする。

13 法附則第15条第24項第1号ニに規定する設備について同号に規

定する市の条例で定める割合は3分の2とする。

13 法附則第15条第25項第1号ニに規定する設備について同号に規

定する市の条例で定める割合は3分の2とする。

14 法附則第15条第24項第2号に規定する設備について同号に規定

する市の条例で定める割合は7分の6とする。

14 法附則第15条第25項第2号に規定する設備について同号に規定

する市の条例で定める割合は7分の6とする。

15 法附則第15条第24項第3号イに規定する設備について同号に規

定する市の条例で定める割合は4分の3とする。

15 法附則第15条第25項第3号イに規定する設備について同号に規

定する市の条例で定める割合は4分の3とする。

16 法附則第15条第24項第3号ロに規定する設備について同号に規

定する市の条例で定める割合は4分の3とする。

16 法附則第15条第25項第3号ロに規定する設備について同号に規

定する市の条例で定める割合は4分の3とする。

17 法附則第15条第24項第4号に規定する設備について同号に規定

する市の条例で定める割合は4分の3とする。

17 法附則第15条第25項第3号ハに規定する設備について同号に規

定する市の条例で定める割合は4分の3とする。

18 法附則第15条第25項第4号イに規定する設備について同号に規
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定する市の条例で定める割合は2分の1とする。

19 法附則第15条第25項第4号ロに規定する設備について同号に規

定する市の条例で定める割合は2分の1とする。

20 法附則第15条第25項第4号ハに規定する設備について同号に規

定する市の条例で定める割合は2分の1とする。

18 法附則第15条第27項に規定する市の条例で定める割合は3分の

2とする。

21 法附則第15条第28項に規定する市の条例で定める割合は3分の

2とする。

19 法附則第15条第31項に規定する市の条例で定める割合は3分の

2とする。

22 法附則第15条第32項に規定する市の条例で定める割合は3分の

2とする。

20 法附則第15条第35項に規定する市の条例で定める割合は3分の

2とする。

23 法附則第15条第36項に規定する市の条例で定める割合は3分の

2とする。

21 法附則第15条第36項に規定する市の条例で定める割合は2分の

1とする。

24 法附則第15条第37項に規定する市の条例で定める割合は2分の

1とする。

22 法附則第15条第39項に規定する市の条例で定める割合は3分の

1とする。

25 法附則第15条第40項に規定する市の条例で定める割合は3分の

1とする。

23 法附則第15条第40項に規定する市の条例で定める割合は4分の

3とする。

26 法附則第15条第41項に規定する市の条例で定める割合は4分の

3とする。

24 (略) 27 (略)

25 (略) 28 (略)

26 法附則第15条の11第1項に規定する市の条例で定める割合は3
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分の1とする。

(新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けよう

とする者がすべき申告)

(新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けよう

とする者がすべき申告)

第10条の3 (略) 第10条の3 (略)

2～6 (略) 2～6 (略)

7 法附則第15条の8第4項の家屋について、同項の規定の適用を受

けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに

次に掲げる事項を記載した申告書に令附則第12条第17項に規定

する従前の家屋について移転補償金を受けたことを証する書類

を添付して市長に提出しなければならない。

7 法附則第15条の8第4項の家屋について、同項の規定の適用を受

けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに

次に掲げる事項を記載した申告書に令附則第12条第16項に規定

する従前の家屋について移転補償金を受けたことを証する書類

を添付して市長に提出しなければならない。

(1)～(3) (略) (1)～(3) (略)

8 法附則第15条の9第1項の耐震基準適合住宅について、同項の規

定の適用を受けようとする者は、当該耐震基準適合住宅に係る耐

震改修が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した

申告書に当該耐震改修に要した費用を証する書類及び当該耐震

改修後の家屋が令附則第12条第20項に規定する基準を満たすこ

とを証する書類を添付して市長に提出しなければならない。

8 法附則第15条の9第1項の耐震基準適合住宅について、同項の規

定の適用を受けようとする者は、当該耐震基準適合住宅に係る耐

震改修が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した

申告書に当該耐震改修に要した費用を証する書類及び当該耐震

改修後の家屋が令附則第12条第19項に規定する基準を満たすこ

とを証する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1)～(6) (略) (1)～(6) (略)

9 法附則第15条の9第4項の高齢者等居住改修住宅又は同条第5項

の高齢者等居住改修専有部分について、これらの規定の適用を受

9 法附則第15条の9第4項の高齢者等居住改修住宅又は同条第5項

の高齢者等居住改修専有部分について、これらの規定の適用を受
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けようとする者は、同条第4項に規定する居住安全改修工事が完

了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施

行規則附則第7条第9項各号に掲げる書類を添付して市長に提出

しなければならない。

けようとする者は、同条第4項に規定する居住安全改修工事が完

了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施

行規則附則第7条第9項各号に掲げる書類を添付して市長に提出

しなければならない。

(1)～(3) (略) (1)～(3) (略)

(4) 令附則第12条第24項に掲げる者に該当する者の住所、氏名

及び当該者が同項各号のいずれに該当するかの別

(4) 令附則第12条第23項に掲げる者に該当する者の住所、氏名

及び当該者が同項各号のいずれに該当するかの別

(5) (略) (5) (略)

(6) 居住安全改修工事に要した費用並びに令附則第12条第25項

に規定する補助金等、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改

修費

(6) 居住安全改修工事に要した費用並びに令附則第12条第24項

に規定する補助金等、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改

修費

(7) (略) (7) (略)

10 法附則第15条の9第9項の熱損失防止改修等住宅又は同条第10

項の熱損失防止改修等専有部分について、これらの規定の適用を

受けようとする者は、同条第9項に規定する熱損失防止改修工事

等が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告

書に施行規則附則第7条第10項各号に掲げる書類を添付して市長

に提出しなければならない。

10 法附則第15条の9第9項の熱損失防止改修等住宅又は同条第10

項の熱損失防止改修等専有部分について、これらの規定の適用を

受けようとする者は、同条第9項に規定する熱損失防止改修工事

等が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告

書に施行規則附則第7条第10項各号に掲げる書類を添付して市長

に提出しなければならない。

(1)～(4) (略) (1)～(4) (略)

(5) 熱損失防止改修工事等に要した費用及び令附則第12条第32 (5) 熱損失防止改修工事等に要した費用及び令附則第12条第31
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項に規定する補助金等 項に規定する補助金等

(6) (略) (6) (略)

11 (略) 11 (略)

12 法附則第15条の9の2第4項に規定する特定熱損失防止改修等住

宅又は同条第5項に規定する特定熱損失防止改修等住宅専有部分

について、これらの規定の適用を受けようとする者は、法附則第

15条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事等が完了した日か

ら3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則

第7条第12項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければ

ならない。

12 法附則第15条の9の2第4項に規定する特定熱損失防止改修等住

宅又は同条第5項に規定する特定熱損失防止改修等住宅専有部分

について、これらの規定の適用を受けようとする者は、法附則第

15条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事等が完了した日か

ら3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則

第7条第12項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければ

ならない。

(1)～(4) (略) (1)～(4) (略)

(5) 熱損失防止改修工事等に要した費用及び令附則第12条第32

項に規定する補助金等

(5) 熱損失防止改修工事等に要した費用及び令附則第12条第31

項に規定する補助金等

(6) (略) (6) (略)

13・14 (略) 13・14 (略)

15 法附則第15条の10第1項の耐震基準適合家屋について、同項の

規定の適用を受けようとする者は、当該耐震基準適合家屋に係る

耐震改修が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載し

た申告書に施行規則附則第7条第18項に規定する補助に係る補助

金確定通知書の写し、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平

15 法附則第15条の10第1項の耐震基準適合家屋について、同項の

規定の適用を受けようとする者は、当該耐震基準適合家屋に係る

耐震改修が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載し

た申告書に施行規則附則第7条第18項に規定する補助に係る補助

金確定通知書の写し、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平
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成7年法律第123号)第7条又は附則第3条第1項の規定による報告

の写し及び当該耐震改修後の家屋が令附則第12条第20項に規定

する基準を満たすことを証する書類を添付して市長に提出しな

ければならない。

成7年法律第123号)第7条又は附則第3条第1項の規定による報告

の写し及び当該耐震改修後の家屋が令附則第12条第19項に規定

する基準を満たすことを証する書類を添付して市長に提出しな

ければならない。

(1)～(6) (略) (1)～(6) (略)

16 法附則第15条の11第1項の改修特別特定建築物について、同項

の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する利便性等向

上改修工事が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載

した申告書に施行規則附則第7条の2第1項に規定する補助に係る

補助金確定通知書の写し及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化

の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第14条第1項に規定す

る建築物移動等円滑化基準(同条第3項の条例で付加した事項を

含む。)又は同法第17条第3項第1号に規定する同法第2条第20号に

規定する建築物特定施設の構造及び配置に関する基準に適合す

る旨を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。

16 法附則第15条の11第1項の改修実演芸術公演施設について、同

項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する利便性等

向上改修工事が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記

載した申告書に高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関す

る法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第10条第2項に

規定する通知書の写し及び主として劇場、音楽堂等の活性化に関

する法律(平成24年法律第49号)第2条第2項に規定する実演芸術

の公演の用に供する施設である旨を証する書類を添付して市長

に提出しなければならない。

(1)・(2) (略) (1)・(2) (略)

(3) 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する

法律施行令(平成18年政令第379号)第5条各号に掲げる特別特

定建築物(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する

法律第14条第3項の条例で定める同法第2条第18号に規定する

(3) 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する

法律施行令(平成18年政令第379号)第5条第3号に規定する劇場

若しくは演芸場又は同条第4号に規定する集会場若しくは公会

堂のいずれに該当するかの別
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特定建築物を含む。)のいずれに該当するかの別

(4)～(6) (略) (4)～(6) (略)

(令和2年7月豪雨に係る固定資産税の特例の適用を受けようとす

る者がすべき申告等)

(令和2年7月豪雨に係る固定資産税の特例の適用を受けようとす

る者がすべき申告等)

第10条の4 法附則第16条の2第1項(同条第2項において準用する場

合を含む。)の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初

日の属する年の1月31日(第54条第6項の規定により同項に規定す

る仮換地等に係る同条第1項の所有者とみなされた者が当該仮換

地等について法附則第16条の2第6項(同条第7項において準用す

る場合を含む。)の規定により読み替えて適用される同条第1項の

規定の適用を受けようとする場合にあっては、1月31日)までに次

に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならな

い。

第10条の4 法附則第16条の2第1項(同条第2項において準用する場

合を含む。)の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初

日の属する年の1月31日(第54条第6項の規定により同項に規定す

る仮換地等に係る同条第1項の所有者とみなされた者が当該仮換

地等について法附則第16条の2第6項(同条第7項において準用す

る場合を含む。)の規定により読み替えて適用される同条第1項の

規定の適用を受けようとする場合にあっては、1月31日)までに次

に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならな

い。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番

号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び

氏名又は名称)並びに当該納税義務者が令附則第12条の3第1項

第3号から第5号まで又は第3項第3号から第5号までに掲げる者

である場合にあっては、同条第1項第1号若しくは第2号又は第3

項第1号若しくは第2号に掲げる者との関係

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番

号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び

氏名又は名称)並びに当該納税義務者が令附則第12条の4第1項

第3号から第5号まで又は第3項第3号から第5号までに掲げる者

である場合にあっては、同条第1項第1号若しくは第2号又は第3

項第1号若しくは第2号に掲げる者との関係

(2)～(4) (略) (2)～(4) (略)
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2 (略) 2 (略)

3 法附則第16条の2第4項に規定する特定被災共用土地(以下この

項において「特定被災共用土地」という。)に係る固定資産税額

の按分の申出は、同条第4項に規定する特定被災共用土地納税義

務者(第4号において「特定被災共用土地納税義務者」という。)

の代表者が毎年1月31日までに次に掲げる事項を記載した申出書

を市長に提出して行わなければならない。

3 法附則第16条の2第4項に規定する特定被災共用土地(以下この

項において「特定被災共用土地」という。)に係る固定資産税額

の按分の申出は、同条第4項に規定する特定被災共用土地納税義

務者(以下この項において「特定被災共用土地納税義務者」とい

う。)の代表者が毎年1月31日までに次に掲げる事項を記載した申

出書を市長に提出して行わなければならない。

(1)～(5) (略) (1)～(5) (略)

4 (略) 4 (略)

(令和6年能登半島地震に係る固定資産税の特例の適用を受けよ

うとする者がすべき申告等)

第10条の5 法附則第16条の3第1項(同条第2項において準用する場

合を含む。)の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初

日の属する年の1月31日(第54条第6項の規定により同項に規定す

る仮換地等に係る同条第1項の所有者とみなされた者が当該仮換

地等について法附則第16条の3第6項(同条第7項において準用す

る場合を含む。)の規定により読み替えて適用される同条第1項の

規定の適用を受けようとする場合にあっては、1月31日)までに次

に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならな

い。
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(1) 納納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人

番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及

び氏名又は名称)並びに当該納税義務者が令附則第12条の4第1

項第3号から第5号まで又は第3項第3号から第5号までに掲げる

者である場合にあっては、同条第1項第1号若しくは第2号又は

第3項第1号若しくは第2号に掲げる者との関係

(2) 法附則第16条の3第1項に規定する被災住宅用地の上に令和

5年度に係る賦課期日において存した家屋の所有者及び家屋番

号

(3) 当該年度に係る賦課期日において法附則第16条の3第1項

(同条第2項において準用する場合及び同条第6項(同条第7項に

おいて準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用さ

れる場合を含む。)の規定の適用を受けようとする土地を法第3

49条の3の2第1項に規定する家屋の敷地の用に供する土地とし

て使用することができない理由

(4) その他市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事

項

2 法附則第16条の3第1項(同条第2項において準用する場合を含

む。)の規定の適用を受ける土地に係る令和8年度分及び令和9年

度分の固定資産税については、第74条の規定は適用しない。
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3 法附則第16条の3第4項に規定する特定被災共用土地(以下この

項において「特定被災共用土地」という。)に係る固定資産税額

の按分の申出は、同条第4項に規定する特定被災共用土地納税義

務者(第4号において「特定被災共用土地納税義務者」という。)

の代表者が毎年1月31日までに次に掲げる事項を記載した申出書

を市長に提出して行わなければならない。

(1) 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個

人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又

は名称)

(2) 特定被災共用土地の所在、地番、地目及び地積並びにその

用途

(3) 特定被災共用土地に係る法附則第16条の3第3項に規定する

被災区分所有家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並

びにその用途

(4) 各特定被災共用土地納税義務者の住所及び氏名並びに当該

各特定被災共用土地納税義務者の当該特定被災共用土地に係

る持分の割合

(5) 法附則第16条の3第3項の規定により按分する場合に用いら

れる割合に準じて定めた割合及び当該割合の算定方法

4 法附則第16条の3第9項の規定により特定被災共用土地とみなさ
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れた特定仮換地等(以下この項において「特定仮換地等」という。)

に係る固定資産税額の按分の申出については、前項中「特定被災

共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」と、

「特定被災共用土地の」とあるのは「特定仮換地等の」と、「特

定被災共用土地に」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の

土地である特定被災共用土地に」とする。

(軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例)

第15条の2 軽自動車税の環境性能割の賦課徴収は、当分の間、第

1章第2節の規定にかかわらず、県が、自動車税の環境性能割の賦

課徴収の例により、行うものとする。

2 県知事は、当分の間、前項の規定により行う軽自動車税の環境

性能割の賦課徴収に関し、三輪以上の軽自動車が法第446条第1項

(同条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)又は法第4

51条第1項若しくは第2項(これらの規定を同条第4項又は第5項に

おいて準用する場合を含む。)の適用を受ける三輪以上の軽自動

車に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定

等(法附則第29条の9第3項に規定する国土交通大臣の認定等をい

う。次項において同じ。)に基づき当該判断をするものとする。

3 県知事は、当分の間、第1項の規定により賦課徴収を行う軽自動

車税の環境性能割につき、その納付すべき額について不足額があ
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ることを附則第15条の4の規定により読み替えられた第81条の6

第1項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納

期限)後において知った場合において、当該事実が生じた原因が、

国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段

(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提

供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣

の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交

通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該

申請をした者又はその一般承継人を当該不足額に係る三輪以上

の軽自動車について法附則第29条の11の規定によりその例によ

ることとされた法第161条第1項に規定する申告書を提出すべき

当該三輪以上の軽自動車の取得者とみなして、軽自動車税の環境

性能割に関する規定を適用する。

4 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の

環境性能割の額は、同項の不足額に、これに100分の35の割合を

乗じて計算した金額を加算した金額とする。

(軽自動車税の環境性能割の減免の特例)

第15条の3 市長は、当分の間、第81条の8の規定にかかわらず、県

知事が自動車税の環境性能割を減免する自動車に相当するもの

として市長が定める三輪以上の軽自動車に対しては、軽自動車税
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の環境性能割を減免する。

(軽自動車税の環境性能割の申告納付の特例)

第15条の4 第81条の6の規定による申告納付については、当分の

間、同条中「市長」とあるのは、「県知事」とする。

(軽自動車税の環境性能割に係る徴収取扱費の交付)

第15条の5 市は、県が軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に関す

る事務を行うために要する費用を補償するため、法附則第29条の

16第1項に掲げる金額の合計額を、徴収取扱費として県に交付す

る。

(軽自動車税の環境性能割の税率の特例)

第15条の6 営業用の三輪以上の軽自動車に対する第81条の4の規

定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規

定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字

句とする。

第1号 100分の1 100分の0.5

第2号 100分の2 100分の1

第3号 100分の3 100分の2

2 自家用の三輪以上の軽自動車に対する第81条の4(第3号に係る

部分に限る。)の規定の適用については、当分の間、同号中「100

分の3」とあるのは、「100分の2」とする。
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(軽自動車税の税率の特例) (軽自動車税の種別割の税率の特例)

第16条 法附則第30条第1項に規定する3輪以上の軽自動車に対す

る当該軽自動車が最初の道路運送車両法第60条第1項後段の規定

による車両番号の指定(次項及び第3項において「初回車両番号指

定」という。)を受けた月から起算して14年を経過した月の属す

る年度以後の年度分の軽自動車税に係る第82条の規定の適用に

ついては、当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の

中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第16条 法附則第30条第1項に規定する3輪以上の軽自動車に対す

る当該軽自動車が最初の法第444条第3項に規定する車両番号の

指定(次項から第4項までにおいて「初回車両番号指定」という。)

を受けた月から起算して14年を経過した月の属する年度以後の

年度分の軽自動車税の種別割に係る第82条の規定の適用につい

ては、当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄

に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

  (略 )   (略 )

2 法附則第30条第2項第1号及び第2号に掲げる3輪以上の軽自動車

に対する第82条の規定の適用については、当該軽自動車が令和7

年4月1日から令和10年3月31日までの間に初回車両番号指定を受

けた場合には、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の

翌年度分の軽自動車税に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定

中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句

とする。

2 法附則第30条第2項第1号及び第2号に掲げる三輪以上の軽自動

車に対する第82条の規定の適用については、当該軽自動車が令和

4年4月1日から令和8年3月31日までの間に初回車両番号指定を受

けた場合には、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の

翌年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる同

条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲

げる字句とする。

  (略 )   (略 )

3 法附則第30条第3項の規定の適用を受ける3輪以上の同項に規定

するガソリン軽自動車(以下この項において「ガソリン軽自動車」

という。)(営業用の乗用のものに限る。)に対する第82条の規定

3 法附則第30条第3項の規定の適用を受ける三輪以上の法第446条

第1項第3号に規定するガソリン軽自動車(以下この項及び次項に

おいて「ガソリン軽自動車」という。)(営業用の乗用のものに限
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の適用については、当該ガソリン軽自動車が令和7年4月1日から

令和8年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には、

令和8年度分の軽自動車税に限り、同条第2号ア(イ)中「3,900円」

とあるのは「2,000円」と、同号ア(ウ)乗用のもの中「6,900円」

とあるのは「3,500円」とする。

る。)に対する第82条の規定の適用については、当該ガソリン軽

自動車が令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に初回車両

番号指定を受けた場合には、当該初回車両番号指定を受けた日の

属する年度の翌年度分の軽自動車税の種別割に限り、同条第2号

ア(イ)中「3,900円」とあるのは「2,000円」と、同号ア(ウ)乗用

のもの中「6,900円」とあるのは「3,500円」とする。

4 法附則第30条第4項の規定の適用を受ける三輪以上のガソリン

軽自動車(前項の規定の適用を受けるものを除き、営業用の乗用

のものに限る。)に対する第82条の規定の適用については、当該

ガソリン軽自動車が令和4年4月1日から令和7年3月31日までの間

に初回車両番号指定を受けた場合には、当該初回車両番号指定を

受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税の種別割に限り、

同条第2号ア(イ)中「3,900円」とあるのは「3,000円」と、同号ア

(ウ)乗用のもの中「6,900円」とあるのは「5,200円」とする。

(軽自動車税の賦課徴収の特例) (軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例)

第16条の2 市長は、軽自動車税の賦課徴収に関し、3輪以上の軽自

動車が前条第2項又は第3項の規定の適用を受ける3輪以上の軽自

動車に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認

定等(法附則第30条の2第1項に規定する国土交通大臣の認定等を

いう。次項において同じ。)に基づき当該判断をするものとする。

第16条の2 市長は、軽自動車税の種別割の賦課徴収に関し、三輪

以上の軽自動車が前条第2項から第4項までの規定の適用を受け

る三輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判断をするときは、

国土交通大臣の認定等(法附則第30条の2第1項に規定する国土交

通大臣の認定等をいう。次項において同じ。)に基づき当該判断
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をするものとする。

2 市長は、納付すべき軽自動車税の額について不足額があること

を第83条第2項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長

された納期限)後において知った場合において、当該事実が生じ

た原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不

正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は

間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土

交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当

該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであると

きは、当該申請をした者又はその一般承継人を賦課期日現在にお

ける当該不足額に係る3輪以上の軽自動車の所有者とみなして、

軽自動車税に関する規定(第87条及び第88条の規定を除く。)を適

用する。

2 市長は、納付すべき軽自動車税の種別割の額について不足額が

あることを第83条第2項の納期限(納期限の延長があったときは、

その延長された納期限)後において知った場合において、当該事

実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽り

その他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を

直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)に

より国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通

大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるもの

であるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を賦課期日

現在における当該不足額に係る三輪以上の軽自動車の所有者と

みなして、軽自動車税の種別割に関する規定(第87条及び第88条

の規定を除く。)を適用する。

3 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の

額は、同項の不足額に、これに100分の35の割合を乗じて計算し

た金額を加算した金額とする。

3 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の

種別割の額は、同項の不足額に、これに100分の35の割合を乗じ

て計算した金額を加算した金額とする。

(上場株式等に係る配当所得等に係る市民税の課税の特例) (上場株式等に係る配当所得等に係る市民税の課税の特例)

第16条の3 (略) 第16条の3 (略)

2 (略) 2 (略)

3 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 3 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
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(1) (略) (1) (略)

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第34条の9第1項、附則第7条

第1項及び附則第7条の3第1項の規定の適用については、第34条

の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第16条の

3第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項

前段、第34条の8、第34条の9第1項、附則第7条第1項及び附則第

7条の3第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附

則第16条の3第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第34

条の7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び

附則第16条の3第1項の規定による市民税の所得割の額の合計

額」とする。

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第34条の9第1項、附則第7条

第1項、附則第7条の3第1項及び附則第7条の3の2第1項の規定の

適用については、第34条の6中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額及び附則第16条の3第1項の規定による市民税の所得割

の額」と、第34条の7第1項前段、第34条の8、第34条の9第1項、

附則第7条第1項、附則第7条の3第1項及び附則第7条の3の2第1

項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第16条

の3第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1

項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第16

条の3第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とす

る。

(3)～(5) (略) (3)～(5) (略)

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る市民税の課税の特例) (土地の譲渡等に係る事業所得等に係る市民税の課税の特例)

第16条の4 (略) 第16条の4 (略)

2 (略) 2 (略)

3 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 3 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) (略) (1) (略)

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第34条の9第1項、附則第7条

第1項及び附則第7条の3第1項の規定の適用については、第34条

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第34条の9第1項、附則第7条

第1項、附則第7条の3第1項及び附則第7条の3の2第1項の規定の
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の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第16条の

4第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項

前段、第34条の8、第34条の9第1項、附則第7条第1項及び附則第

7条の3第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附

則第16条の4第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第34

条の7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び

附則第16条の4第1項の規定による市民税の所得割の額の合計

額」とする。

適用については、第34条の6中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額及び附則第16条の4第1項の規定による市民税の所得割

の額」と、第34条の7第1項前段、第34条の8、第34条の9第1項、

附則第7条第1項、附則第7条の3第1項及び附則第7条の3の2第1

項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第16条

の4第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1

項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第16

条の4第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とす

る。

(3)～(5) (略) (3)～(5) (略)

4 (略) 4 (略)

(長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例) (長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例)

第17条 (略) 第17条 (略)

2 (略) 2 (略)

3 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 3 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) (略) (1) (略)

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第34条の9第1項、附則第7条

第1項及び附則第7条の3第1項の規定の適用については、第34条

の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第17条第

1項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項前

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第34条の9第1項、附則第7条

第1項、附則第7条の3第1項及び附則第7条の3の2第1項の規定の

適用については、第34条の6中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額及び附則第17条第1項の規定による市民税の所得割の
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段、第34条の8、第34条の9第1項、附則第7条第1項及び附則第7

条の3第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附

則第17条第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の

7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則

第17条第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とす

る。

額」と、第34条の7第1項前段、第34条の8、第34条の9第1項、附

則第7条第1項、附則第7条の3第1項及び附則第7条の3の2第1項

中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第17条第

1項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項後段

中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第17条第1項

の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

(3)～(5) (略) (3)～(5) (略)

(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡

所得に係る市民税の課税の特例)

(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡

所得に係る市民税の課税の特例)

第17条の2 昭和63年度から令和11年度までの各年度分の個人の市

民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第1項に規定す

る譲渡所得の基因となる土地等(租税特別措置法第31条第1項に

規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡(同項

に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)をした場合

において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡(法附則第34条

の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡をいう。)に該当

するときにおける前条第1項に規定する譲渡所得(次条の規定の

適用を受ける譲渡所得を除く。次項において同じ。)に係る課税

長期譲渡所得金額に対して課する市民税の所得割の額は、前条第

1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、

第17条の2 昭和63年度から令和8年度までの各年度分の個人の市

民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第1項に規定す

る譲渡所得の基因となる土地等(租税特別措置法第31条第1項に

規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡(同項

に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)をした場合

において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡(法附則第34条

の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡をいう。)に該当

するときにおける前条第1項に規定する譲渡所得(次条の規定の

適用を受ける譲渡所得を除く。次項において同じ。)に係る課税

長期譲渡所得金額に対して課する市民税の所得割の額は、前条第

1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、
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当該各号に定める金額に相当する額とする。 当該各号に定める金額に相当する額とする。

(1)・(2) (略) (1)・(2) (略)

2 前項の規定は、昭和63年度から令和11年度までの各年度分の個

人の市民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第1項に

規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合におい

て、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡(法附則第

34条の2第5項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡

をいう。以下この項において同じ。)に該当するときにおける前

条第1項に規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対し

て課する市民税の所得割について準用する。この場合において、

当該譲渡が法附則第34条の2第10項の規定に該当することとなる

ときは、当該譲渡は確定優良住宅地等予定地のための譲渡ではな

かったものとみなす。

2 前項の規定は、昭和63年度から令和8年度までの各年度分の個人

の市民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第1項に規

定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合において、

当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡(法附則第34条

の2第5項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡をい

う。以下この項において同じ。)に該当するときにおける前条第1

項に規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課

する市民税の所得割について準用する。この場合において、当該

譲渡が法附則第34条の2第10項の規定に該当することとなるとき

は、当該譲渡は確定優良住宅地等予定地のための譲渡ではなかっ

たものとみなす。

3 (略) 3 (略)

(短期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例) (短期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例)

第18条 (略) 第18条 (略)

2～4 (略) 2～4 (略)

5 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 5 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) (略) (1) (略)

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第34条の9第1項、附則第7条 (2) 第34条の6から第34条の8まで、第34条の9第1項、附則第7条

77



第1項及び附則第7条の3第1項の規定の適用については、第34条

の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第18条第

1項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項前

段、第34条の8、第34条の9第1項、附則第7条第1項及び附則第7

条の3第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附

則第18条第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の

7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則

第18条第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とす

る。

第1項、附則第7条の3第1項及び附則第7条の3の2第1項の規定の

適用については、第34条の6中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額及び附則第18条第1項の規定による市民税の所得割の

額」と、第34条の7第1項前段、第34条の8、第34条の9第1項、附

則第7条第1項、附則第7条の3第1項及び附則第7条の3の2第1項

中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第18条第

1項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項後段

中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第18条第1項

の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

(3)～(5) (略) (3)～(5) (略)

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特

例)

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特

例)

第19条 (略) 第19条 (略)

2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) (略) (1) (略)

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第34条の9第1項、附則第7条

第1項及び附則第7条の3第1項の規定の適用については、第34条

の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第19条第

1項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項前

段、第34条の8、第34条の9第1項、附則第7条第1項及び附則第7

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第34条の9第1項、附則第7条

第1項、附則第7条の3第1項及び附則第7条の3の2第1項の規定の

適用については、第34条の6中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額及び附則第19条第1項の規定による市民税の所得割の

額」と、第34条の7第1項前段、第34条の8、第34条の9第1項、附
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条の3第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附

則第19条第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の

7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則

第19条第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とす

る。

則第7条第1項、附則第7条の3第1項及び附則第7条の3の2第1項

中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第19条第

1項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項後段

中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第19条第1項

の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

(3)～(5) (略) (3)～(5) (略)

(先物取引に係る雑所得等に係る個人の市民税の課税の特例) (先物取引に係る雑所得等に係る個人の市民税の課税の特例)

第20条 (略) 第20条 (略)

2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) (略) (1) (略)

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第34条の9第1項、附則第7条

第1項及び附則第7条の3第1項の規定の適用については、第34条

の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第20条第

1項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項前

段、第34条の8、第34条の9第1項、附則第7条第1項及び附則第7

条の3第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附

則第20条第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の

7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則

第20条第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とす

る。

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第34条の9第1項、附則第7条

第1項、附則第7条の3第1項及び附則第7条の3の2第1項の規定の

適用については、第34条の6中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額及び附則第20条第1項の規定による市民税の所得割の

額」と、第34条の7第1項前段、第34条の8、第34条の9第1項、附

則第7条第1項、附則第7条の3第1項及び附則第7条の3の2第1項

中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第20条第

1項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項後段

中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第20条第1項

の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。
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(3)～(5) (略) (3)～(5) (略)

(特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の市民税の課税

の特例)

(特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の市民税の課税

の特例)

第20条の2 (略) 第20条の2 (略)

2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) (略) (1) (略)

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第34条の9第1項並びに附則

第7条第1項及び第7条の3第1項の規定の適用については、第34

条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第20条

の2第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1

項前段、第34条の8、第34条の9第1項並びに附則第7条第1項及び

第7条の3第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに

附則第20条の2第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第

34条の7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及

び附則第20条の2第1項の規定による市民税の所得割の額の合

計額」とする。

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第34条の9第1項並びに附則

第7条第1項、第7条の3第1項及び第7条の3の2第1項の規定の適

用については、第34条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第20条の2第1項の規定による市民税の所得割の

額」と、第34条の7第1項前段、第34条の8、第34条の9第1項並び

に附則第7条第1項、第7条の3第1項及び第7条の3の2第1項中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第20条の2第1項

の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項後段中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第20条の2第1

項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

(3)～(5) (略) (3)～(5) (略)

3・4 (略) 3・4 (略)

5 第3項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによ

る。

5 第3項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによ

る。

80



(1) (略) (1) (略)

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第34条の9第1項並びに附則

第7条第1項及び第7条の3第1項の規定の適用については、第34

条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第20条

の2第3項後段の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の

7第1項前段、第34条の8、第34条の9第1項並びに附則第7条第1項

及び第7条の3第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並

びに附則第20条の2第3項後段の規定による市民税の所得割の

額」と、第34条の7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額及び附則第20条の2第3項後段の規定による市民税の

所得割の額の合計額」とする。

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第34条の9第1項並びに附則

第7条第1項、第7条の3第1項及び第7条の3の2第1項の規定の適

用については、第34条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第20条の2第3項後段の規定による市民税の所得

割の額」と、第34条の7第1項前段、第34条の8、第34条の9第1項

並びに附則第7条第1項、第7条の3第1項及び第7条の3の2第1項

中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第20条の

2第3項後段の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第

1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第2

0条の2第3項後段の規定による市民税の所得割の額の合計額」

とする。

(3)～(5) (略) (3)～(5) (略)

(条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の市民税の課税

の特例)

(条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の市民税の課税

の特例)

第20条の3 (略) 第20条の3 (略)

2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) (略) (1) (略)

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第34条の9第1項並びに附則

第7条第1項及び第7条の3第1項の規定の適用については、第34

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第34条の9第1項並びに附則

第7条第1項、第7条の3第1項及び第7条の3の2第1項の規定の適
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条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第20条

の3第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1

項前段、第34条の8、第34条の9第1項並びに附則第7条第1項及び

第7条の3第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに

附則第20条の3第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第

34条の7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及

び附則第20条の3第1項の規定による市民税の所得割の額の合

計額」とする。

用については、第34条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第20条の3第1項の規定による市民税の所得割の

額」と、第34条の7第1項前段、第34条の8、第34条の9第1項並び

に附則第7条第1項、第7条の3第1項及び第7条の3の2第1項中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第20条の3第1項

の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項後段中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第20条の3第1

項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

(3)～(5) (略) (3)～(5) (略)

3・4 (略) 3・4 (略)

5 第3項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによ

る。

5 第3項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによ

る。

(1) (略) (1) (略)

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第34条の9第1項並びに附則

第7条第1項及び第7条の3第1項の規定の適用については、第34

条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第20条

の3第3項後段の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の

7第1項前段、第34条の8、第34条の9第1項並びに附則第7条第1項

及び第7条の3第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並

びに附則第20条の3第3項後段の規定による市民税の所得割の

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第34条の9第1項並びに附則

第7条第1項、第7条の3第1項及び第7条の3の2第1項の規定の適

用については、第34条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第20条の3第3項後段の規定による市民税の所得

割の額」と、第34条の7第1項前段、第34条の8、第34条の9第1項

並びに附則第7条第1項、第7条の3第1項及び第7条の3の2第1項

中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第20条の
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額」と、第34条の7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額及び附則第20条の3第3項後段の規定による市民税の

所得割の額の合計額」とする。

3第3項後段の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第

1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第2

0条の3第3項後段の規定による市民税の所得割の額の合計額」

とする。

(3)～(5) (略) (3)～(5) (略)

6 (略) 6 (略)

附 則

(施行期日)

第1条 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の飯塚市税条例(以下「新条例」という。)の規定中固定資産税に関する部分

は、令和8年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和7年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に新たに取得された地方税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第2号)第1条の規定に

よる改正前の地方税法(昭和25年法律第226号。次項において「旧法」という。)附則第15条第25項に規定する特定再生可能エネルギー発

電設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3 平成30年4月1日から令和8年3月31日までの間に旧法附則第15条の11第1項に規定する利便性等向上改修工事が行われた同項に規定する

改修実演芸術公演施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第3条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、令和8年度以後の年度分の軽自動車税について適用する。

2 この条例の施行の日前の3輪以上の軽自動車の取得に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

3 令和7年度以前の年度分の軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。
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(飯塚市税条例等の一部を改正する条例の一部改正)

第4条 飯塚市税条例等の一部を改正する条例(平成26年飯塚市条例第19号)の一部を次のように改正する。

附則第5条中「種別割」を削る。
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議案第89号

専決処分の承認(飯塚市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により、飯塚市国民健

康保険税条例の一部を改正する条例について議決を経なければならないが、特に緊

急を要したため、同法第179条第1項の規定により次のとおり専決処分したので、同

条第3項の規定によりこれを報告し、承認を求めるものである。

  令和8年6月11日提出

飯塚市長 武 井 政 一

専決第8号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、特に緊急を要する

ため、次のとおり専決処分する。

令和8年3月31日専決

飯塚市長  武 井 政 一

飯塚市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を制定し、ここに公布する。

令和8年3月31日

飯塚市長  武 井 政 一

飯塚市条例第21号
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飯塚市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

飯塚市国民健康保険税条例(平成18年飯塚市条例第53号)の一部を次のように改正する。

改正後 改正前

(課税額) (課税額)

第3条 (略) 第3条 (略)

2 前項第1号の基礎課税額は、世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)

及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した

所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額

とする。ただし、当該合算額が67万円を超える場合においては、

基礎課税額は、67万円とする。

2 前項第1号の基礎課税額は、世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)

及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した

所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額

とする。ただし、当該合算額が66万円を超える場合においては、

基礎課税額は、66万円とする。

3 第1項第2号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主(前条第2項

の世帯主を除く。)及びその世帯に属する国民健康保険の被保険

者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別

平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が26万円を超える

場合においては、後期高齢者支援金等課税額は、26万円とする。

3 第1項第2号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主(前条第2項

の世帯主を除く。)及びその世帯に属する被保険者につき算定し

た所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算

額とする。ただし、当該合算額が26万円を超える場合においては、

後期高齢者支援金等課税額は、26万円とする。

4 (略) 4 (略)

5 第1項第4号の子ども・子育て支援納付金課税額は、世帯主(前条

第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する国民健康保険の被

保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世

帯別平等割額の合算額に、当該世帯に属する18歳以上被保険者

5 第1項第4号の子ども・子育て支援納付金課税額は、世帯主(前条

第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する被保険者につき算

定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の

合算額に、当該世帯に属する18歳以上被保険者(法第703条の4第3
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(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第703条

の4第30項に規定する18歳以上被保険者をいう。以下同じ。)につ

き算定した18歳以上被保険者均等割額を加算した額とする。ただ

し、加算後の額が3万円を超える場合においては、子ども・子育

て支援納付金課税額は、3万円とする。

0項に規定する18歳以上被保険者をいう。以下同じ。)につき算定

した18歳以上被保険者均等割額を加算した額とする。

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額) (国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額)

第4条 前条第2項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得

に係る法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金

額の合計額から同条第2項の規定による控除をした後の総所得金

額及び山林所得金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」

という。)に100分の6.8を乗じて算定する。

第4条 前条第2項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得

に係る地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第3

14条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額

から同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林

所得金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)

に100分の6.8を乗じて算定する。

2 (略) 2 (略)

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額) (国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額)

第6条の2 第3条第2項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯

の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

第6条の2 第3条第2項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯

の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 特定世帯(特定同一世帯所属者(国民健康保険法第6条第8号

の規定により被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格

を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものを

いう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世

(1) 特定世帯(特定同一世帯所属者(国民健康保険法第6条第8号

の規定により被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格

を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものを

いう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世
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帯であって同日の属する月(以下この号において「特定月」と

いう。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に

他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。次号、第8条の2、

第10条の6及び第24条第1項において同じ。)及び特定継続世帯

(特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する

世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以

後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保

険者がいない場合に限る。)をいう。第3号、第8条の2、第10

条の6及び第24条第1項において同じ。)以外の世帯 23,000円

帯であって同日の属する月(以下この号において「特定月」と

いう。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に

他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。次号、第8条の2

及び第24条第1項において同じ。)及び特定継続世帯(特定同一

世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であ

って特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を

経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がい

ない場合に限る。)をいう。第3号、第8条の2及び第24条第1項

において同じ。)以外の世帯 23,000円

(2)・(3) (略) (2)・(3) (略)

(18歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の18

歳以上被保険者均等割額)

(国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額

の18歳以上被保険者均等割額)

第10条の5 (略) 第10条の5 (略)

(保険税の減額) (保険税の減額)

第24条 次の各号のいずれかに掲げる保険税の納税義務者に対し

て課する保険税の額は、第3条第2項本文の基礎課税額からア及び

イに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が67万円を

超える場合には、67万円)、同条第3項本文の後期高齢者支援金等

課税額からウ及びエに掲げる額を減額して得た額(当該減額して

得た額が26万円を超える場合には、26万円)、同条第4項本文の介

第24条 次の各号のいずれかに掲げる保険税の納税義務者に対し

て課する保険税の額は、第3条第2項本文の基礎課税額からア及び

イに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が66万円を

超える場合には、66万円)、同条第3項本文の後期高齢者支援金等

課税額からウ及びエに掲げる額を減額して得た額(当該減額して

得た額が26万円を超える場合には、26万円)並びに同条第4項本文
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護納付金課税額からオ及びカに掲げる額を減額して得た額(当該

減額して得た額が17万円を超える場合には、17万円)並びに同条

第5項本文の子ども・子育て支援納付金課税額からキからケまで

に掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が3万円を超

える場合には、3万円)の合算額とする。

の介護納付金課税額からオ及びカに掲げる額を減額して得た額

(当該減額して得た額が17万円を超える場合には、17万円)の合算

額とする。

(1) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金

額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国

民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所

得を有する者(前年中に同条に規定する総所得金額に係る所得

税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得に

ついて同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者

(同条第1項に規定する給与等の収入金額が55万円を超える者

に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年

金等に係る所得を有する者(前年中に法第703条の5第1項に規

定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的

年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控

除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的

年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の

者にあっては当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者

に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数

(1) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金

額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国

民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所

得を有する者(前年中に同条に規定する総所得金額に係る所得

税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得に

ついて同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者

(同条第1項に規定する給与等の収入金額が55万円を超える者

に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年

金等に係る所得を有する者(前年中に法第703条の5第1項に規

定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的

年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控

除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的

年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の

者にあっては当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者

に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数
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(以下この条において「給与所得者等の数」という。)が2以上

の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減

じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない

世帯に係る納税義務者

(以下この条において「給与所得者等の数」という。)が2以上

の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減

じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない

世帯に係る納税義務者

ア～カ (略) ア～カ (略)

キ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金

課税額の被保険者均等割額 被保険者(第2条第2項に規定す

る世帯主を除く。)1人について 718円

ク 18歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額

の18歳以上被保険者均等割額 18歳以上被保険者(第2条第2

項に規定する世帯主を除く。)1人について 40円

ケ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金

課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、そ

れぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 714円

(イ) 特定世帯 357円

(ウ) 特定継続世帯 536円

(2) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金

額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国

民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所

(2) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金

額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国

民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所
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得者等の数が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得

者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算し

た金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき31万円

を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者

得者等の数が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得

者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算し

た金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき30万5,0

00円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者

ア～カ (略) ア～カ (略)

キ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金

課税額の被保険者均等割額 被保険者(第2条第2項に規定す

る世帯主を除く。)1人について 513円

ク 18歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額

の18歳以上被保険者均等割額 18歳以上被保険者(第2条第2

項に規定する世帯主を除く。)1人について 29円

ケ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金

課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、そ

れぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 510円

(イ) 特定世帯 255円

(ウ) 特定継続世帯 383円

(3) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金

額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国

民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所

(3) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金

額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国

民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所
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得者等の数が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得

者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算し

た金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき57万円

を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前2号に該

当する者を除く。)

得者等の数が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得

者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算し

た金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき56万円

を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前2号に該

当する者を除く。)

ア～カ (略) ア～カ (略)

キ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金

課税額の被保険者均等割額 被保険者(第2条第2項に規定す

る世帯主を除く。)1人について 205円

ク 18歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額

の18歳以上被保険者均等割額 18歳以上被保険者(第2条第2

項に規定する世帯主を除く。)1人について 12円

ケ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金

課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、そ

れぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 204円

(イ) 特定世帯 102円

(ウ) 特定継続世帯 153円

2 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に6歳に達する日

以降の最初の3月31日以前である被保険者(以下「未就学児」とい

2 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に6歳に達する日

以降の最初の3月31日以前である被保険者(以下「未就学児」とい
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う。)がある場合における当該納税義務者に対して課する被保険

者均等割額(当該納税義務者の世帯に属する未就学児につき算定

した被保険者均等割額(前項に規定する金額を減額するものとし

た場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)に限る。)

は、当該被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、

それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。

う。)がある場合における当該納税義務者に対して課する被保険

者均等割額(当該納税義務者の世帯に属する未就学児につき算定

した被保険者均等割額(前項に規定する金額を減額するものとし

た場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)に限る。)

は、当該被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、

それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。

(1)・(2) (略) (1)・(2) (略)

(3) 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金

課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、そ

れぞれ未就学児1人について次に定める額

ア 前項第1号キに規定する金額を減額した世帯 154円

イ 前項第2号キに規定する金額を減額した世帯 256円

ウ 前項第3号キに規定する金額を減額した世帯 410円

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 513円

3 国民健康保険税の納税義務者の世帯に地方税法施行令第56条の

89第4項に規定する出産被保険者(以下「出産被保険者」という。)

が属する場合における当該納税義務者に対して課する所得割額

並びに被保険者均等割額及び18歳以上被保険者均等割額(第1項

に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額

後の被保険者均等割額及び18歳以上被保険者均等割額)は、当該

3 国民健康保険税の納税義務者の世帯に地方税法施行令第56条の

89第4項に規定する出産被保険者(以下「出産被保険者」という。)

が属する場合における当該納税義務者に対して課する所得割額

及び被保険者均等割額(第1項に規定する金額を減額するものと

した場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)は、当該

所得割額及び被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応
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所得割額並びに被保険者均等割額及び18歳以上被保険者均等割

額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定め

る額を減額して得た額とする。

じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。

(1)国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の所得割額

当該出産被保険者につき第4条の規定により算定した所得割額

の12分の1の額に、当該出産被保険者の出産の予定日(地方税法

施行規則第24条の30の6に定める場合には、出産の日。以下同

じ。)の属する月(以下「出産予定月」という。)の前月(多胎妊

娠の場合には、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間(以

下「産前産後期間」という。)のうち当該年度に属する月数を

乗じて得た額

(1)国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の所得割額

当該出産被保険者につき第4条の規定により算定した所得割額

の12分の1の額に、当該出産被保険者の出産の予定日(地方税法

施行規則第24条の30の5に定める場合には、出産の日。以下同

じ。)の属する月(以下「出産予定月」という。)の前月(多胎妊

娠の場合には、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間(以

下「産前産後期間」という。)のうち当該年度に属する月数を

乗じて得た額

(2)～(6) (略) (2)～(6) (略)

(7) 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納

付金課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第10条の3の

規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保

険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得

た額

(8) 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納

付金課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第1

0条の4の規定により算定した被保険者均等割額(第1項に規定
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する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の

被保険者均等割額)の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前

産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(9) 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納

付金課税額の18歳以上被保険者均等割額 当該出産被保険者

につき第10条の5の規定により算定した18歳以上被保険者均等

割額(第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあっ

ては、その減額後の18歳以上被保険者均等割額)の12分の1の額

に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する

月数を乗じて得た額

4 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に18歳に達する日

以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下「18歳未満被保険

者」という。)がある場合における当該納税義務者に対して課す

る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額(当該納

税義務者の世帯に属する18歳未満被保険者につき算定した被保

険者均等割額(前3項に規定する金額を減額するものとした場合

にあっては、その減額後の被保険者均等割額)に限る。)は、当該

被保険者均等割額から、当該被保険者均等割額に相当する額を減

額して得た額とする。

附 則
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(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の飯塚市国民健康保険税条例の規定は、令和8年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和7年度分までの国民健

康保険税については、なお従前の例による。
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報告第5号

   専決処分の報告(個人情報流出事故に係る損害賠償の額を定めること及

びこれに伴う和解)

令和8年4月8日に地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、

個人情報流出事故に係る損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解について専

決処分したので、同条第2項の規定によりこれを報告する。

令和8年6月11日提出

飯塚市長  武 井 政 一  

損害賠償の額 300,000円

1 事故発生確認日

  令和7年5月20日(火)

2 事故の概要

道路占用業務において、納付書発送の際に、住民基本台帳事務における支援措

置対象者である相手方の転居先住所及び氏名が記載された納付書を転居前の住所

に発送し、相手方の個人情報を流出させたもの。

3 示談の内容

(1) 市は、解決金300,000円を相手方に支払う。

(2) 双方は、本件事故について今後いかなる事情が発生しても、裁判上又は裁判

外において、一切の異議申立て又は請求をしない。

4 双方の過失割合

  市の過失割合は100％、相手方の過失割合は0％
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報告第6号

   専決処分の報告(車両損傷事故に係る損害賠償の額を定めること及びこ

れに伴う和解)

令和8年5月18日に地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、

車両損傷事故に係る損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解について専決処

分したので、同条第2項の規定によりこれを報告する。

令和8年6月11日提出

飯塚市長  武 井 政 一  

損害賠償の額 199,991円

1 事故発生の日時、場所

  令和8年3月31日(火)午後1時20分頃

  飯塚市吉北地内

2 事故の概要

土木管理課職員が市道端の草を伐採中、津島方面から小竹方面へ走行してきた

相手方車両のフロントウインドウガラスを飛び石により損傷させたもの。

3 損害の状況

  物的損害 相手方 フロントウインドウガラス損傷

     市側  なし

4 示談の内容

(1) この事故に係る過失割合は、市100％、相手方0％とする。

(2) 双方の過失割合に基づき、市は、損害賠償額として199,991円を相手方に支

払う。

(3) 双方は、本件事故について今後いかなる事情が発生しても、裁判上又は裁判

外において、一切の異議申立て又は請求をしない。
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5 損害額及び賠償負担額(区分)

区   分 損 害 額

負  担  区  分

市

過失割合 100％

相手方

過失割合 0％

相
手
方

車両修繕料

代車費用
199,991円 199,991円 0円

6 事故現場見取図

庄
司
・
吉
北
線

庄
司
・
吉
北
線

小
竹
方
面
→

←
津
島
方
面

相手方車両

草
刈
職
員

草
刈
職
員
(補

助
)

法
面

法
面

法
面

山
林
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報告第7号

   継続費繰越計算書の報告(令和7年度飯塚市一般会計)

令和7年度飯塚市一般会計歳出予算の経費に継続費を設定していたので、地方自治

法施行令(昭和22年政令第16号)第145条第1項の規定により報告する。

令和8年6月11日提出

飯塚市長  武 井 政 一
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会計名　一般会計 （単位：円）

国県支出金 地方債 その他

2,175,386,000 1,087,693,000 1,087,693,000 564,023,000 523,670,000 523,670,000 43,000 161,127,000 362,500,000

2,175,386,000 1,087,693,000 1,087,693,000 564,023,000 523,670,000 523,670,000 43,000 161,127,000 362,500,000

令和７年度 　 飯塚市継続費繰越計算書

項
継続費
の総額

款
計

予算
計上額

支出済額
及び

支出見込額

合　計

相田公営住宅
建替事業

8 土木費 住宅費6

繰越金

左の財源内訳

事業名 前年度
逓次
繰越額

特定財源
翌年度
逓次
繰越額

残額

令和７年度継続費予算現額
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報告第8号

継続費繰越計算書の報告(令和7年度飯塚市水道事業会計)

令和7年度飯塚市水道事業会計資本的支出継続費を繰り越したので、地方公営企業

法施行令(昭和27年政令第403号)第18条の2第1項の規定により報告する。

  令和8年6月11日提出

飯塚市長  武 井 政 一
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地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額 （単位：円）

予算計上額
前年度逓次
繰 越 額

計 企 業 債 国庫補助金 そ の 他

1,259,270,000 503,708,000 0 503,708,000 492,650,000 11,058,000 11,058,000 0 0 11,058,000 0

1,259,270,000 492,650,000

１
資 本 的
支 出

0 0 11,058,000

翌 年 度 逓 次 繰 越 額 に 係 る 財 源 内 訳

１ 改良事業費

鯰田共同及び
岩崎浄水場
集中監視装置等
改良工事

0合  計 503,708,000 0 503,708,000 11,058,000

翌年度逓次
繰越額に係
る繰越を要
するたな卸
資産の購入
限 度 額

11,058,000

令　和　７　年　度　飯　塚　市　水　道　事　業　会　計　継　続　費　繰　越　計　算　書　

款 項 事 業 名 継続費の総額
支 払 義 務
発 生

（ 見 込 ） 額

令 和 ７ 年 度 継 続 費 予 算 現 額

残 額
翌年度逓次
繰 越 額
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報告第9号

   繰越明許費繰越計算書の報告(令和7年度飯塚市一般会計)

令和7年度飯塚市一般会計歳出予算の経費に繰越明許費を設定していたので、地方

自治法施行令(昭和22年政令第16号)第146条第2項の規定により報告する。

令和8年6月11日提出

飯塚市長  武 井 政 一
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（単位：円）

翌　年　度

既 収 入

繰　越　額 特定財源 国県支出金 地方債 その他

1 総務管理費 電算システム新体系構築事業 274,217,000 123,862,200 123,862,200

3
戸籍住民基本
台帳費

戸籍システム管理事業 1,969,000 1,969,000 1,969,000

3 民生費 2 児童福祉費 物価高対応子育て応援手当支給事業 45,269,000 19,850,555 4,717,041 15,133,514

上堰改良事業 327,700,000 192,934,600 192,900,000 34,600

白門井堰改良事業 461,700,000 277,293,170 277,200,000 93,170

鯰田地区遊水池新設事業 983,200,000 637,006,430 637,000,000 6,430

農業施設防災減災事業 77,597,000 74,699,000 56,929,000 17,770,000

7 商工費 1 商工費 生活応援クーポン券発行事業 1,545,900,000 1,533,755,132 1,417,590,233 116,164,899

内住村中線道路改良事業 14,215,000 14,215,000 13,900,000 315,000

旧潤野小学校道路新設事業 9,061,000 8,168,160 8,168,160

西秋松排水機場改修事業 277,300,000 277,300,000 277,300,000

尾多羅川改良事業 23,260,000 19,417,100 19,400,000 17,100

鯰田地区排水路改良事業 44,221,000 44,221,000 44,200,000 21,000

令和７年度 　 飯塚市繰越明許費繰越計算書

会計名　一般会計

款 項 事　　業　　名
金　　額

(繰越限度額)

左 　の　 財 　源 　内 　訳

未収入特定財源
一般財源

2 総務費

3 河川費

6 農業費

2
道路橋りょう
費

農林水産業
費

1

5 下水道費

8 土木費
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翌　年　度

既 収 入

繰　越　額 特定財源 国県支出金 地方債 その他

款 項 事　　業　　名
金　　額

(繰越限度額)

左 　の　 財 　源 　内 　訳

未収入特定財源
一般財源

2 小学校費 椋本小学校トイレ改修事業 68,500,000 68,500,000 13,718,000 54,700,000 82,000

5 社会教育費 嘉穂劇場保存整備事業 144,816,000 105,974,950 66,984,148 38,990,802

農業施設災害復旧事業 16,000,000 3,449,230 591,666 2,857,564

農地災害復旧事業 18,000,000 6,999,300 3,676,917 200,000 3,122,383

4,332,925,000 3,409,614,827 1,499,191,857 1,516,800,000 66,984,148 326,638,822

10 教育費

合　　　　　計

1
農林水産業施
設災害復旧費

13 災害復旧費
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報告第10号

繰越明許費繰越計算書の報告(令和7年度飯塚市小型自動車競走事業特

別会計)

令和7年度飯塚市小型自動車競走事業特別会計歳出予算の経費に繰越明許費を設定

していたので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第146条第2項の規定により報

告する。

令和8年6月11日提出

飯塚市長  武 井 政 一
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（単位：円）

翌　年　度

既 収 入

繰　越　額 特定財源 国県支出金 地方債 その他

1 競走費 3 管理費 競走路緩衝柵改修事業 91,400,000 91,400,000 91,400,000

91,400,000 91,400,000 91,400,000合　　　　　計

未収入特定財源
一般財源

令和７年度 　 飯塚市繰越明許費繰越計算書

会計名　小型自動車競走事業特別会計

款 項 事　　業　　名
金　　額

(繰越限度額)

左 　の　 財 　源 　内 　訳
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報告第11号

繰越明許費繰越計算書の報告(令和7年度飯塚市工業用地造成事業特別

会計)

令和7年度飯塚市工業用地造成事業特別会計歳出予算の経費に繰越明許費を設定し

ていたので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第146条第2項の規定により報告

する。

令和8年6月11日提出

飯塚市長  武 井 政 一
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（単位：円）

翌　年　度

既 収 入

繰　越　額 特定財源 国県支出金 地方債 その他

1
工業用
地造成
事業費

1
工業用地造成
事業費

飯塚あかね工業団地造成事業調査
測量設計事業

86,946,000 86,946,000 10,600,000 76,346,000

86,946,000 86,946,000 10,600,000 76,346,000合　　　　　計

未収入特定財源
一般財源

令和７年度 　 飯塚市繰越明許費繰越計算書

会計名　工業用地造成事業特別会計

款 項 事　　業　　名
金　　額

(繰越限度額)

左 　の　 財 　源 　内 　訳
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報告第12号

令和7年度飯塚市水道事業会計の予算繰越

令和7年度飯塚市水道事業会計資本的支出予算を繰り越したので、地方公営企業法

(昭和27年法律第292号)第26条第3項の規定により報告する。

  令和8年6月11日提出

飯塚市長  武 井 政 一  
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地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額 （単位：円）

企 業 債 国庫補助金 そ の 他

58,898,000 0 58,898,000 26,200,000 7,430,000 25,268,000 0 0

58,418,000 0 58,418,000 28,600,000 11,982,000 17,836,000 0 0

54,648,000 0 54,648,000 29,100,000 12,757,000 12,791,000 0 0

47,640,000 0 47,640,000 22,000,000 10,527,000 15,113,000 0 0

46,641,000 0 46,641,000 20,000,000 9,190,000 17,451,000 0 0

16,534,000 0 16,534,000 8,900,000 3,057,000 4,577,000 0 0

23,253,000 0 23,253,000 13,100,000 4,550,000 5,603,000 0 0

279,997,000 59,447,300 220,549,000 0 0 220,549,000 700 0

国の補正予算の活
用事業であり、年
度内に事業が完了
しなかったため。

新立岩～立岩
地区配水管布
設 替 工 事

国の補正予算の活
用事業であり、年
度内に事業が完了
しなかったため。

国の補正予算の活
用事業であり、年
度内に事業が完了
しなかったため。

１
資本的
支　出

阿恵地区配水
管布設替工事
負 担 金

国の補正予算の活
用事業であり、年
度内に事業が完了
しなかったため。

松 本 １ 号 線
配水管布設替
工 事

国の補正予算の活
用事業であり、年
度内に事業が完了
しなかったため。

１ 改良事業費

庄内元吉～大
門地区配水管
布 設 替 工 事

合  計 586,029,000 147,900,000 059,447,300 526,581,000 59,493,000 319,188,000 700

左 の 財 源 内 訳

3
浄配水施設
整備事業費

目尾地区配水
管布設替工事

国の補正予算の活
用事業であり、年
度内に事業が完了
しなかったため。

津 原 導 水 管
布 設 替 工 事

工法の見直しによ
り年度内に事業が
完了しなかったた
め。

芳雄町～立岩
地区配水管布
設 替 工 事

国の補正予算の活
用事業であり、年
度内に事業が完了
しなかったため。

下三緒～上三
緒地区配水管
布 設 替 工 事

令　和　７　年　度　飯　塚　市　水　道　事　業　会　計　予　算　繰　越　計　算　書　

款 項 不 用 額事 業 名 予 算 計 上 額
翌 年 度
繰 越 額

支 払 義 務
発 生 額

翌 年 度
繰越額に
係る繰越
を要する
たな卸資
産の購入
限 度 額

説 明
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報告第13号

令和7年度飯塚市工業用水道事業会計の予算繰越

令和7年度飯塚市工業用水道事業会計資本的支出予算を繰り越したので、地方公営

企業法(昭和27年法律第292号)第26条第3項の規定により報告する。

  令和8年6月11日提出

飯塚市長  武 井 政 一  
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地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額 （単位：円）

企 業 債 国庫補助金 そ の 他

70,618,000 15,480,575 55,137,000 0 0 55,137,000 425 01
資本的
支　出

合  計 70,618,000 0 015,480,575 55,137,000 0 55,137,000

説 明

左 の 財 源 内 訳

1
浄配水施設
整備事業費

津原導水管更
新事業負担金

飯塚市水道事業会
計に対する負担金
であり、年度内に
事 業 が 完 了 し な
かったため

425

令　和　7　年　度　飯　塚　市　工　業　用　水　道　事　業　会　計　予　算　繰　越　計　算　書　

款 項 不 用 額事 業 名 予算計上額
翌 年 度
繰 越 額

支 払 義 務
発 生 額

翌 年 度
繰越額に
係る繰越
を要する
たな卸資
産の購入
限 度 額

114



報告第14号

令和7年度飯塚市下水道事業会計の予算繰越

令和7年度飯塚市下水道事業会計資本的支出予算を繰り越したので、地方公営企業

法(昭和27年法律第292号)第26条第3項の規定により報告する。

  令和8年6月11日提出

飯塚市長  武 井 政 一  
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地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額 （単位：円）

企 業 債 国庫補助金 そ の 他

20,047,000 0 19,010,000 0 0 19,010,000 1,037,000 0

21,720,000 0 21,720,000 0 6,500,000 15,220,000 0 0

28,090,000 0 28,090,000 0 8,400,000 19,690,000 0 0

52,550,000 0 52,550,000 29,400,000 15,750,000 7,400,000 0 0

8,200,000 0 8,200,000 4,600,000 2,400,000 1,200,000 0 0

6,430,000 0 6,430,000 3,000,000 2,600,000 830,000 0 0

6,560,000 0 6,560,000 2,900,000 2,950,000 710,000 0 0

4,500,000 0 4,500,000 2,300,000 1,650,000 550,000 0 0

ウォーターＰ
ＰＰ導入支援
業務委託料

国の補正予算の活
用事業であり、年
度内に事業が完了
しなかったため

管路施設耐震
詳細診断調査
業務委託料

国の補正予算の活
用事業であり、年
度内に事業が完了
しなかったため

目尾ポンプ場
汚水ポンプ設
備改良工事

追加工事に伴う部
品の調達に不測の
日数を要したため

川島菰田汚水
幹線管渠改築
工事

国の補正予算の活
用事業であり、年
度内に事業が完了
しなかったため

管路施設改築
実施設計業務
委託料

国の補正予算の活
用事業であり、年
度内に事業が完了
しなかったため

終末処理場建
築設備改築調
査設計委託料

国の補正予算の活
用事業であり、年
度内に事業が完了
しなかったため

マンホール蓋
取替工事

国の補正予算の活
用事業であり、年
度内に事業が完了
しなかったため

00 147,060,000 40,250,000 64,610,000 1,037,000

菰田東汚水幹
線管渠改築工
事

令　和　7　年　度　飯　塚　市　下　水　道　事　業　会　計　予　算　繰　越　計　算　書　

款 項 不 用 額事 業 名 予 算 計 上額
翌 年 度
繰 越 額

支 払 義 務
発 生 額

翌 年 度
繰越額に
係る繰越
を要する
たな卸資
産の購入
限 度 額

説 明

左 の 財 源 内 訳

合  計

１
資 本 的
支 出

１建設改良費

148,097,000

国の補正予算の活
用事業であり、年
度内に事業が完了
しなかったため

42,200,000
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報告第15号

公益財団法人飯塚市教育文化振興事業団の経営状況

地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第2項の規定に基づき、公益財団法

人飯塚市教育文化振興事業団の経営状況を別紙のとおり報告する。

  令和8年6月11日提出

飯塚市長  武 井 政 一
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報告第16号

令和7年度児童虐待に関する状況の報告

飯塚市の子どもをみんなで守る条例(平成30年飯塚市条例第43号)第28条の規定に

基づき、令和7年度における児童虐待に関する状況を別紙のとおり報告する。

令和8年6月11日提出

飯塚市長 武 井 政 一  
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